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封

建

領

主

制

確

立

期

に

お

け

る

浅

野

氏

»

一
 

序

論

ニ

钱
野
家
に
つ
い
て 

三

秀
吉
の
家
臣
と
し
て
の
浅
野
氏 

.

.
㈠

淡
野
氏
の
知
行
関
係

㈡

検
地
奉
行
と
し
て
の
线
野
氏
.

四
封
建
領
主
と
し
て
の
浅
野
氏 

五

結

び

.一

序

論

我
が
国
に
お
け
る
封
建
領
主
制
の
確
立
は
、
戦
国
末
期
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ 

る
織
豊
政
権
の
全
国
制
湖
と
し
て
現
象
し
、
、徳
川
幕
雒
体
制
の
成
立
を
も
っ
て 

完
金
な
も
の
と
な
っ
た
。
戦
後
に
お
い
て
、
こ
の
分
鮮
に
関
す
る
研
绝
は
急
速 

に
進
ん
だ
。
特
に
一
つ
の
社
会
制
度
の
基
盤
と
し
て
、
土
地
制
度
に
視
点
を
集 

結
し
て
、
封
建
領
主
制
的
土
地
所
有
の
成
立
を
.構
造
的
に
考
察
し
た
諸
研
究

-
-
-
地
を
中
心
と
し
て
な
さ
れ
た——

は
量
的
に
も
夥
し
い
も
の
が
あ

り
、
同
時
に
あ
る
限
界
内
に
せ
よ
、
研
究
水
準
を
高
め
た
1
事
も
ま
た
確
か
で
あ

.

速

水

 

融

.

-
 

•
' 

.

.

.

 

. 

.

る
。
と
こ
ろ
'

で
、
太
閤
檢
地
、
或
い
は
近
世
初
期
の
検
地
を
め
ぐ
る
研
究
は
、
 

次
の
研
究
分
野
と
し
て
、

j

方
に
お
け
る
®
主
制
そ
の
も
の
の
解
明
と
、
他
方 

で
は
、
村
§

造
、
或
い
は
農
業
組
織
の
考
察
を
要
請
す
る
こ
と
と
な
る
。

本
稿
は
、
従
来
筆
者
が
行
な
っ
て
き
た
、
紀
州
慶
長
検
地
帳
の
研
究
に
お
い 

て
、
当
時
の
紀
伊
国
の
領
主
で
.
あ
り
、
同
時
に
検
地
施
行
者
で
あ
っ
た
大
名
浅 

野
氏
の
封
建
領
主
と
し
て
の
成
長
過
程
を
封
建
領
主
制
的
土
地
1

の
確
立
と 

い
ぅ
観
点
が
ら
、
そ
れ
も
主
と
し
て
領
主
侧
の
史
料
を
用
い
て
考
察
せ
ん
と
す 

る
も
の
で
あ
る
0

従
来
の
こ
の
分
野
の
研
究
が
多
く
撕
齋
を
単
位
と
し
た
研
究 

で
あ
？
た
の
.

に
対
し
、
本
稿
は

一つ
の
^

み
と
し
て
、
浅
野
氏
と
い
ぅ
移
封
、

. 

転
封
の
内
に
封
建
領
主
と
じ
て
成
長
し
た
一
個
の
力
於
を
単
位
と
し
た
研
究
で 

ぁ
る
0
'

.

さ
て
、
こ
の
様
な
と
ら
え
方
は
、
勿
論
今
に
'
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
筆 

者
自
身
も
、<
紀
州
検
地
帳
を
取
り
扱
.

っ
た
旧
稿
に
お
い
て
、
極
め
て
不
十
分
な 

が
ら
、
こ
れ
を
示
し
て
お
.

い
た
。
本
稿
は
、
主
題
の
関
係
上
旧
稿
で
は
十
分
に 

検
討
し
え
な
か
っ
た
浅
野
氏
の
成
長
過
程
を
、
雜
政
確
立
史
の
分
野
か
ら
追
求 

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
稿
は
旧
稿
と
い
わ
ば
相
互
に
補
完
す
る

関
係
に
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

本
論
に
入
る
前
に
、
本
稿
に
お
い
て
利
用
す
る
史
料
に
つ
い
て
若
干
触
れ
て 

お
こ
ぅ
。
周
知
の
ご
と
く
、
大
日
本
古
文
書
家
わ
け
の
部
に『

浅
膝
家
文
書』 

と
し
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
向
家
の
史
料
集
は
、
我
々
の
研
究
に
と
づ
て
有
用
な 

多
く
の
史
料
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
家
の
封
建
領
主
化
を
檢
討
す
る 

に
十
分
の
材
料
を
提
供
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
。
筆
者
は
こ
れ
を
不
満
と
し 

て
い
た
が
、
昨
年
末
か
ら
浅
野
家
を
訪
^

、
現
当
主
、
浅
野
長
武
氏
の
御
好
意 

に
ょ
り
、
同
家
に
製
蔵
す
る
古
文
書
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
結
果
同 

家
に
は
、
初
代
の
浅
野
長
政
以
来
代
々
の
治
績
を
編
蒭
し
た「

罾
豸
■」

が
保 

存
さ
れ
て
い
る
靡
を
知
っ
た
。
こ
れ
は
、
文
化
年
間
に
御
代
記
と
し
て
、
ま
た 

文
政
三
年
に
御
代
記
拾
遺
と
し
て
、
藩
に
お
，い
て
編
纂
さ
れ
た
雜
史
で
あ
る
。

. 

そ
し
て
、
こ
の
中
に
は
、
非
常
に
多
く
の
史
料
が
影
写
の
形
で
取
め
ら
れ
、
そ 

れ
ぞ
れ
に
考
証
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
所
収
史
料
は
必
ず
し
も
浅
野 

家
所
蔵
の
も
の
に
限
ら
ず
、
家
•臣
や
、
時
々
の
領
地
に
お
け
る
も
の
も
含
ん
で 

い
る
か
ら
、
相
当
大
が
か
り
な
修
史
事
業
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
，
 

ら
ひ
史
料
の
を
現
在
求
め
る
事
は
或
い
は
も
ぅ
不
可
能
か
も
知
れ
な
い 

し
、
他
に
公
表
さ
れ
て
い
る
^

を
聞
か
な
い
の
で
、
以
下
こ
の
史
料
に
.つ
い
て 

は
な
る
べ
く
多
く
の
も
の
を
引
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(

1〕

拙

稿「

紀
州
慶
長
檢
地
ぉ
ょ
び
検
地
帳
の
研
究」

(『

土
地
制
度
史
学』

第
三
号
所
収)

第
一
一
一
節
大
名
浅
野
氏
の
.
性
格
と
.

そ
の
紀
州
入
固
。：

(

2

)

な
お
、
浅
野
家
文
書
の
探
訪
に
関
し
て
は
、
高
橋
誠
一
郎
博
士
の
御
厚

封
雄
領
主
制
確
立
期
に
ぉ
け
る
浅
野
氏

意
を
忘
れ
る
事
は
で
き
な
い
。
莊
'た
当
を
得
な
い
場
所
で
あ
る
が
、
心
か
ら 

感
謝
し
た
い
。

.

一
一
浅
野
家
に
っ
ぃ
て

寛
政
重
修
諸
家
譜
に
ょ
る
と
、
浅
野
家
の
系
譜
は
長
勝
又
右
衛
門
以
後
漸
く 

詳
か
と
な
っ
て
い
る
。.
即
ち
、
長
勝
は「

尾
張
国
の
産
に
し
て
、
織
田
右
府
に 

つ
か
へ
て
弓
衆
と
な
る」

と
あ
り
、
信
長
の
軽
輩
の
叚
で
あ
っ
た
^

は
^
^
と 

全
く
共V

通
で
あ
る
。
浅
野
家
が
領
主
化
の
途
を
た
ど
る
の
は
、
次
の
長
政(

弥 

兵
衛
弹
芷
少
弼)

の
時
期
で
あ
っ
た
.
。
長
政
は
天
文
十
六
年
尾
張
に
生
ま
れ
、
 

同
じ
く
信
長
の
玛
衆
で
あ
っ
た
が
、
秀
吉
の
家
臣
と
な
っ
た
集
か
ら
そ

の

出
世 

と
共
に
領
主
化
を
早
め
だ
。
秀
吉
の
室
は
、
血
縁
関
係
は
な
い
が
、
長
政
の
義 

妹

(

ね
\

後
の
北
の
政
所)

で
あ
り
、
い
わ
ば
姻
戚
関
■

も
あ
っ
て
、

ロ 

の
股
肽
の
臣
と
し
て
働
い
た
の
で
あ
る
。
封
建
領
主
と
し
て
の
、
ま
た
、
封
建 

領
主
制
を
確
立
し
た
秀
吉
の
臣
と
し
て
：の
役
割
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
下
に
お 

い
て
詳
し
く
㈣

れ
る
襄
と
し
て
、
近
世
初
頭
に
お
け
る
浅
野
家
の
と
め
^

 

の
.
概
略
を
示
せ
ば
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

：

.

丨
長
政(

又
は
長
吉
、
弾
正
少
弼〕

——

幸
長(

左
京
大
夫
、
紀
伊
守)

I

長
.̂(

右
兵
衛
佐
但
馬
守)

，

'

‘ 

'厂
長
重
.
.
'

-
-

子

(

秀
吉
の
室
と
な
る)

V

，長
政(

太
祖
公)

。
秀
吉
の
臣
と
し
て
慕
下
に
属
し
た
が
、
天
正
十
五
年
、
初

(

1

)

め
て
若
狭
の
国
持
大
名
と
な
る
。

同
じ
頃
弾
正
少
弼
に
補
任
さ
れ
、

以
後
弾 

. 

四 

一

2

0

5

,

6



正
、
或
い
は
弾
正
少
弼
の
，名
で
呼
ば
れV

い
る
。
文
禄
75

年
、
f

に
出
兵
、
 

同
一
一
年
甲
裂
に
転
封
：(

但
し
一
国
を
父
子
に
^

^

せ
ら
れ
た)

。

慶
長
五
年
一 

家
の
紀
州
転
封
の
際
に
は
も
は
や
隠
栖
し
て
い
た
ら
し
く
、.
そ
の
後
同
十|

年 

常
陸
国
で
五
方
筘
を
知
行
さ
れ
て
い
る
が
、
十
六
年
死
去
。

幸
長C

淸
光
公)

。
天
正
四
年
近
江
に
生
ま
れ
、
秀
吉
に
臣
第
し
、
文
禄
ニ
年 

帀
斐
国
に
て
十
六
万
石
を
領
す
。
文

禄
.

慶
長
の
役
に
従
軍
、
関
ヶ
原
役
に
は 

徳
川
方
に
加
勢
。
慶
長
•
五
年
紀
伊
国
へ
転
封
、
名
古
屋
域
の
普
請
を
担
当
し
た 

が
、
同
十
八
年
死
去
。

.

，
.

長
晶(

_

得
八
6

。
天
正
十
四
年
i

に
生
ま
れ
、
秀
吉
に
臣
_

し
、
後
家
康 

の
聒
と
な
る
。
慶
長
十
五
年
に
は
備
中
で
ニ
方
四
千
石
を
領
し
た
が
、
同
十
八 

年
兄
幸
長
の
没
後
、
そ
.
の
後
を
嗣
ぐ
。
同
十
九
年
か
ら
二
十
年
に
か
け
、
大
坂 

役
に
出
陣
中
、
領
地
に
こ
の
時
期
と
し
て
は
最
大
の
農
民
の
反
抗
で
あ
っ
た
熊 

野
一
揆
を
経
験
し
た
。
元
和
五
年
、
安
芸
広
島
へ
転
封
。
寛
永
九
年
没
。

.

幾
野
家
の
封
建
領
主
と
し
て
の
成
長
は
、
：ほ
ぼ
右
に
み
た
三
代
の
内
に
完
成 

さ
れ
た
と
言
っ
て
い
い
。
こ
れ
以
後
、
.維
新
に
至
る
ま
で
広
鳥
雜
主
と
し
て
安 

泰
て
あ
っ
た
。
本
稿
の
考
察
の
範
四
も
、
テー

：マ
に
即
し
て
、
紀
州
転
封
直
後 

迄
に
限
る
こ
と
と
す
る
。

浅
齋
家
は
、
以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
、
i

し
た
様
に
、
畿
内
周
迈
の
、
近 

佌
大
名
を
多
く
輩
出
し
た
地
域
に
生
ま
れ
、

政
権
の
実
質
的
構
成
員
と
し 

て
成
長
し
、
大
名
化
し
た
典
型
的
な「

近
世
大
名」

で
あ
る
。
即
ち
、
，中
#

以
来
+ 

の
荘
園
体
制
に
悪
礎
を
お
く
権
力
構
造
と
は
全
く
無
関
係
で
あ
り
、移
封
•転
封 

の
内
に
、
戦
国
大
名
の
権
力
構
造
の
菡
盤
と
な
っ
た
在
地
土
豪
勢
力
と
絶
縁
さ

四
ニ 

(

一
 

〇
五
四)

れ
た
。
.

加
う
る
に
、
秀
吉
政
権
の
政
務
袒
当
者
と
し
て
、
特
に
、
後
に
み
る
如 

く

、

し
ば
し
ば
太
閤
検
地
の
施
行
者

と

し
て
活
躍
し
た
こ

と

は

、

当
然
大
名
と 

.

し
て
の
浅
野
家
の
性
格
に
も
影
響
を
与
え
、「

太

麗

地

」

を
通
じ
て
の
、#
畠 

的
土
地
所
有
関
係
の
確
立
の
上
に
、そ
の
権
力
構
造
を
築
か
せ
る
^
と
な
っ
た
。

以
下
浅
野
家
の
有
す
る
-
-

-

-
そ
し
て
相
互
に
関
連
す
る
-̂

-

-

-こ
の
一
一
つ
の
部

門
、
即
ち
、

一
方
で
は
秀
吉
の
有
力
な
家
臣
と
し
て
の
、
そ
し
て
他
方
で
は
一 

個
の
大
名
と
し
て
の
、
成
長
の
過
程
を
順
次
取
り
上
げ
て
み
よ
ぅ
。

(

1

)

浅
野
長
政
の
弹
疋
.少
弼
猶
任
に
関
し
て
は
通
説
に
対
し
小
さ
な
疑
問
を 

提
出
し
て
お
こ
ぅ
？
通
説
で
は
天
芷
十
六
年
辅
任
と
言
わ
れ
て
い
る
ハ
河
出 

書
房
版『

日
本
歴
史
犬
.
辞
典』

1

、
八
四
頁
所
収「

浅
野
長
政」

の
項
参
照)

 

が
、
こ
の
.
根
！i

は

『

寛
政
重
修
諸
家
譜』

の

(

天
班)

「

十
六
年
從
五
位
下
弹 

正
少
弼
.

に
.

叙
伍
し」

と
言
ぅ
記
載
に
存
'
す
.

る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、

.

.

本
稿
に
お
い
.

て
引
：用
す
る
如
く
、
天
正
，十
五
年
の
若
狭
の
領
知
状
は
弹
正
少 

弼
の
宛
名
で
'あ
厶

か
ら
、
㈣

を
は
当
然
こ
れ
よ
り

前
で
な
く
て
は
な
ら
ぬC

 

明
治
四
十
三
年
発
行
の
浅
野
忠
純
著『

浅
野
長
政
公
伝』

に
は「

天
茈
十
三 

年
、
公
、
従
五
位
下
に
叙

せ

.ら
れ
、
弹
茈
少

.弼
に
任
ぜ
ら
る
、」

(

十
頁)

と 

.

あ
り
、

史
料
根
拠
は
明
示
し
て
い
.

な
い
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
五
牽
行
の
一
. 

人
と
し
て
浅
野
氏
が「

弹
正
台」

の
長
と
な
っ
た
事
と
結
び
付
け
て
い
る
の 

か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
補
任
は
天
正
十
五
年
以
前
で
あ
る
. 

事
は
間
逾
い
な
い
。 

‘

.

.(

2

)

拙

稿

r

紀
州
熊
野
一
接
に
っ
い
て」

(『

三
田
学
会
雜
誌』

第
五
十

5

四
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一
千
三
百
七
拾
六
石
四
斗 

一
千
式
百
五
拾
五
石
.

1

五
百
九
拾
泰
石
赍
斗 

1

五
百
四
拾
式
石
七
斗 

一
九
拾
石
一
一
一
升 

1

七
百
廿
七
右
四
斗 

1

六
百
赍
石
九
斗 

i

百
六
石
三
斗 

一
参
百
石

る
浅
井
氏
の
旧
領
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
浅
野
氏
へ
の
領
知
状
も
.

こ
の
時 

の
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。：
以
下
天
正
七
年
史
で
、
同
じ
く
近
江
国
に
お
い
て
伊
香
郡 

持
寺
郷
に
お
い
て
.

百
ニ
和
！i

s

年)

、
北
郡
郷
福
永
で
三
百
七
年

〕

を
領 

知
さ
れ
て
.
い
る
。
：天
正
九
年
、
秀
吉
は
既
に
中
国
筋
の
経
営
に
乗
り
出
し
て
い 

，た
が
、
浅
勝
氏
も
亦
幡
磨
国
に
お
い
て
五
千
六
百
石
を
領
知
し
て
い
る
。
こ
の 

時
は
知
^

^

に
知
露
の
村
別
葙
高
を
付
し
た
因
録
が
添
え
ら
れ
、
近
世
の
知 

行
附
与
の
際
の
原
型
が
み
ら
れ
る
办
で
あ
る
0 

'

.

「

知
行
方
之
儀
、
去
年
申
黨
分
四
千
六
百
石
、
畫
為
加
増
千
石
、
都
合
五 

千
六
苗
石
、
所

付

固

録

親

、
令
扶
助
候
、
全
可
知
行
候
、
恐
ク
識
言
、
 

天
正
孰
月
十
八
日
： 

' 

.
秀

、吉

(

花
狎)

ぃ

浅

野

弥

兵

衛

殿- 

」

第
七
令
所
収
}
.
,参
照
。.
.な
ぉ
、
こ
の
論
文
は
、
昨
年
末
、
浅
野
家
文
書
の
調 

盗
中
、
全
冊
を
こ
の
関
係
の
記
述
に
当
て
ら
れ
て
い
る(

従
っ
て
、
領
主
側 

の
衝
搫
の
大
き
さ
も
想
像
し
ぅ
る
の
で
ぁ
る
が〕

、『

自
得
公
済
美
録
卷
之
七 

‘

下
之
下』

「

紀
饼
国
！
揆
の
卷」

と
題
す
る
史
料
の
発
見
以
前
の
も
の
で
ぁ 

り
、
そ
の
後
本
史
料
の
存
在
に
よ
っ
て
柿
足
さ
る
ベ
き
点
を
多
く
存
し
て
い 

る
も
の
で
あ
る
o

た
だ
、
旧
稿
に
お
い
て
沄
し
た
二
揆
の
歷
史
的
性
格
に
つ 

:
v>

て
の
筆
者
の
考
え
.を
根
本
的
^

訂
正
：す
る
も
の
で
は
な
い
。

三
秀
吉
の
家
岜
と
し
て
の
浅
野
氏 

㈠

浅
野
氏
の
知
行
関
係'

浅
膝
氏
が
何
年
に
、
い
か
な
る
理
由
で
秀
吉
の
臣
と
な
っ
た
の
か
は
判
ら
な 

い
。
両
者
の
関
係
を
示
す
最
初
の
文
書
は
、
天
正1

R

年

(
一

五
七
三)

の
領
知

C

1〕状
で
あ
る
。

「

I

助
、
西
武
拾
石
令
支
配
候
、
於
褒
不
可
有
相
違
候
、
猶
依
忠
節
可
申 

談
候
、
仍
而
如
件
、

天
正
70十

二
月
吉
日 

浅
野
弥
兵
衛
尉
殿

御
宿
所

こ
の
年
に
は
、
足
利
i

が
完
全
に
消
滅
し
、
信
長
は
越
前
の
朝
倉
氏
、
近 

江
の
浅
井
氏
を
破
っ
て
、
自
己
の
領
地
か
ら
京
都
ぺ
の
進
路
を
完
全
に
把
握
し 

て
い
る
。
秀
吉
は
こ
の
時
の
浅
井
氏
攻
略
の
功
に
よ
り
、
小
谷
城
を
中
心
と
す

封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

羽
柴
藤
吉
郎

秀
吉 
'

(

花
押)



，
合
五
千
卞
瓦1

4
:

'

ヌ
^

月
十
八
.日 

：

秀
.

吉

(

花
押)

淺

野

弥

兵

衛

尉

殿

.

.

.
：

：

 

J
.

翌
天
正
十
年
、
秀
吉
に
ょ
る
天
下
統
一
の
辦
業
が
開
始
さ
れ
る
や
、
浅
野
氏 

の
所
領
も
幾
何
級
数
的
に
増
大
し
、
十
年
に
は
近
江
で
三
千
六
十
石
、
十
一
年 

に
は
同
じ
く
近
江
国
下
甲
賀
、
栗
本
郡
で
一
一
万
三
西
石
、
十
三
年
に
は
同
国
高 

島
钳
内
で
七
千
一
.

一.西
石
が
加
増
さ
れ
、
十
.五
年
に
は
遂
に
豸
双
の
国
特
大
名
と 

な
る
に
至
っ
た
。
こ
の
際
の
知
行
状
は
次
の
如
べ
で
.°

「

若
狹
一
国
珙
、
令
扶
助
畢
、
全
可
領
知
候
也
、

天

正

十

五

<

(

秀
吉〕

九
月
五
日 

(

花
押)

浅
野
弾
正
小
弼
と
の
べ 

」

同
年
に
近
江
忠
賀
那
に
釔
い
て
ニ
千
五
百
石
余
を
加
え
ら
れ
て
.

い
る
が
、
こ 

の
年
に
幾
野
氏
の
大
名
と
し
て
の
地
位
は
確
立
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
秀 

吉
と
淺
野
家
の
間
に
お
け
る
知
行
関
係
は
、
全
く
近
世
的
な
も
の
で
あ
り
、
ご 

く
初
期
の
場
合
を
除
い
て
知
行
地
が
明
示
さ
れ
、
年
貢
収
納
高
で
は
な
く
、
石 

高
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
前
に
、何
等
か
の
形
態
で
検
地
が
行
な
わ 

れ
、
そ
の
結
果
石
高
の
表
示
が
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
た
だ
、
 

g

の
国
持
大
名
と
な
っ
た
時
、
若
狹一

国
の
石
高
を
定
め
る
有
効
な
検
地
は 

未
だ
施
行
さ
れ
て
居
ら
ず
、
従
っ
て
知
行o

n

録
を
附
す
る
こ
と
な
く
、
引
用
し 

た
領
知
状
の
み
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
ぅ
。
逆
に
、
翌
天
正
十
六
年
、
若 

狹
ー
国
の
検
地
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
'は》

浅
野
氏
の
㈣

^
^
趴
に
ぉ
け
る

検
地
を
予
矩
し
た
上
で
の
領
知
状
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
浅
野
氏
は
そ
の
後
九
州
、
奥
羽
の
遠
征
に
従
い
、
更
に
は
文
禄
の
役 

に
も
将
と
しV

渡
海
し
て
い
る
が
、
文
«

一
年
に
は
若
狭
か
ら
咿
斐
へ
の
移
封 

が
行
な
わ
れ
た
。
領
知
状
を
示
せ
ば
次
の
如
く
で
,
!
^
。

「

闬
斐
国
之
3|
1

-

、：
令
扶
助
之
訖
、
全
可
領
知
候
、

但
此
内
赍
万
石
、

為
御
蔵 

入
®'
!

f

沙
汰
、
!

！h

候
、
I

柴
犬 

従
、
南
部
大I

S
r

宇
都 

.

宮
弥
三
郞
、
那
1

太
%

、
同
那
須
衆
、
成
田
1

2

練
守
,

為
与
力
被
仰
®

 

之
条
、
成
其
意
、
：可
取
次
候
也
、

.
文
禄
價
ー
月
廿
日 

(

秀
吉
花
狎)

.

浅
®
弾
正
少
弼
と
の
へ

.
浅
野
左
京
大
夫
と
の
へ 

」 

こ
の
領
知
状
に
お
い
て
も
、
若
狭
の
場
合
と
同
様
石
高
：の
記
載
も
な
く

、

知 

行
因
録
も
附
さ
れ
て
い
な
い
。
興
味
深
い
窜
は
、
領
知
状
の
宛
名
が
、
弾
；止
少 

弼

(

長
政)

と
.

左
京
大
夫

(

幸
長)

の
父
子
ニ
代
で
■

あ
る
こ
と
と
、
そ
の
三
年 

前
、
浅
野
氏
が
軍
事
的
に
遠
祀
し
た
奥
羽
の
諸
大
名
が
与
力
と
し
て
命
ぜ
ら
れ 

て
い
る
翦
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
_

実
が
い
か
な
る
理
虫
に
ょ
る
も
の
か
は
、
今 

俄
か
に
断
矩
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
時
期
に
.お
け
る
所
領
知
行
の
形
態
の
一
つ 

と
し
て
注
：

m

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
ぅ
。
甲
州
に
お
い
て
も
、
後
述
す
る
如
く
浅
野 

氏
に
ょ
る
検
地
が
文
禄
五
年
に
行
な
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
慶
長
三
年
の
浅
野
氏 

知
行
目
録
で
は
、
甲
州
の
想
高
ニ 
士

一

万
五
千
石
の
内
、

一
万
石
を
秀
吉
直
轄 

領

(

御
蔵
入)

、

十
六
万
石
を
左
京
大
夫
、

五
万
五
千
石
を
弾
正
少
弼
の
拝
領 

分
と
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
年
に
は
、
弾
正
少
弼
に
近
江
国
祌
崎
鄱
で
五
千
石

が
加
増
さ
れ
て
い
る
が
、
弾
正
少
弼
の
i

は
こ
れ
を
合
わ
せ
て
龙
六
万
石 

で
、
浅
鮮
氏
の
当
主
と
し
て
の
実
権
は
、
既
に
左
京
大
夫
幸
長
に
移
っ
て
い
た 

31
1

が
^
ら
れ
る
。

さ
て
、
秀
吉
死
後
、
去
就
を
注
W

さ
れ
た
浅
野
氏
は
、
関
力
原
役
で
は
徳
川 

方
に
つ
き
、
慶
長
五
年
十
月
に
は
甲
斐
か
ら
紀
伊
に
移
封
し
て
い
る
。
こ
の
移 

封
の
時
、
家
康
か
ら
与
え
ら
れ
た
領
知
状
は
見
出
す
來
が
で
き
な
い
。
或
い
は 

最
初
か
ら
存
在
し
な
か
っ
た
辦
も
考
え
ら
れ
る
。
関
力
原
役
直
後
、
八
年
の
将 

軍
任
官
に
至
る
ま
で
は
、
家
康
は
、
実
力
上
の
最
高
権
力
者
で
は
あ
っ
た
が
や 

は
り
一
.大
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
知
行
関
係
を
い
力
な
る
形
式 

に
よ
っ
て
定
>

め
た
か
は
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。
浅
野
家
文
書
の
中
に
も
、
.他 

の
す
ベ
て
の
領
知
状
が
あ
っ
て
、

紀
㈣

罾

封

の

も

の

の

み

が

し
な
い
の 

も
、
そ
の
様
な
理
由
か
ら
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
後
の
^

実
か
ら
す
る
と
、浅
姆
氏
の
紀
州
入
国
は
幸
長
で
あ
っ
て
、も
は 

や
長
政
で
は
な
い
。
諸
書
に
は
、『

宽
政
重
修
諸
家
譜』

を
基
と
し
て
、
こ
の
年 

i
、
「

一

国

に

お
い
て
三
十
七
万
六
千
五
百
六
十
石
を
さ
れ
た

」

.と 

し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
っ
て
、
紀
州 

一
国
の
汩
高
が
三
十
七
万
忍
余
に
な
っ
た
の
は
、
翌
慶
長
六
年
の
検
地
に
よ
る 

も
の
で
あ
る
。
浅
野
氏
は
そ
の
後
約
二
十
年
間
を
紀
州1

国

(

但
し
高
野
山
領 

を
除
い
て)

の
飮
王
と
し
て
経
過
し
た
後
、
70

和
五
年
七
月
、
.安
芸
広
島
に
移 

封
さ
れ
た
。
.

尤
も
こ
の
間
、
慶
長
十
八
年
、
幸
長
の
死
に
よ
っ
で
、
そ
の
弟
長 

敌
の
継
嗣
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、浅
®

氏
の
大
名
化
—

夥
封
を
通
じ
て
の
I

を
み
た
の
で
あ
る
が
、
 

封
雄
領
生
制
碰
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

我
々
は
領
知
の
形
態
の
上
に
興
味
深
い
特
質
を
見
出
す
。
即
ち
、
若
狹
•

甲
斐

• 

紀
伊
三
国
と
も
、
領
知
に
際
し
て
は
予
め
右
高
を
定
め
、.
知
行
H

録
を
附
し
て 

封
を
与
え
た
の
で
は
な
く
、「

若
狭
一
国」

、
或
い
は「

甲
斐
一
国」

を
与
え
て 

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
必
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
国
直
後
に
検
地
が
行
な
わ 

れ
、
知
行
地
の
.

石
高
が
、
事
後
的
に
算
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ 

の
場
合
、
検
地
は
浅
野
氏
がs

己
の
領
地
に
対
し
て
行
な
ぅ
も
の
で
あ
ら
た
。
 

こ
れ
は
、
所
領
の
検
地
が
、
浅
野
氏
の
手
に
全
く
委
ね
ら
れ
て
い
た
事
を
示
す 

.
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。
し
か
し
な
が
ら
、
浅
野
氏
に
は
、
領
地
の
検
地
を
向
ら
行
な 

っ
て
よ
い
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
秀
吉
と
の
個
人
的
関
係
で
は
な
く
、
次 

.に
述
べ
る
如
き
秀
吉
の
下
で
積
ん
で
き
た
検
地
奉
行
と
し
て
の
経
験
の
深
さ
で 

あ
っ
た
。

,
.

(

1

)
『

大
日
本
古
文
書
家
わ

.

け
第
二
浅
野
家
文
書』

(

以

下『

浅
野
家
文 

書』

と
略
す)

五
ー
ー
ー
〇
頁
所
双
。

(

2
 )

o

い
.
で
■

な
が
ら
、
.秀
吉
が
' 

こ
の
時
»

に
近
江
を
所
領
.

と
し
た
：事
は
現
在 

あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
事
で
は
あ
る
が
、
次
に
述
べ
る
如
き
筮
耍
性
を 

持
つ
。
す
’

な
わ
ち
、
第
一
に
、
高
い
生
産
力
と
、
交
通
の
要
衝
を
占
め
る
こ 

の
地
は
、
中
世
末
以
来
、
我
が
国
に
お
い
て
社
会
経
済
的
な
最
先
進
地
带
の 

一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
。
第
二
に
、
潘
吉
.の
直
屈
の
部
下
、
そ
れ
も
い
わ
ゆ
る 

.

民
政
.
.祖
当
の
直
臣
の
顔
触
れ
を
，み
..る
と
近
江
出
身
の
土
が
多
い
こ
と
に
気
付 

く
。
特
に
浅
井
氏
.

と
の
開
係
は
、
単
に
浅
井
長
政
の
娘
、
後
の
淀
君
と
の
個 

人
的
な
㈣

罾
だ
け
で
は
な
く
、
浅
井
氏
の
家
臣
団
を
自
己
の
権
力
の
内
に
取

诩

五

(

一
0

五七
：}



り
人
れ
て
い
る
翦
に
注E

す
'

ベ.
き
で
あ
ろ
ぅ6

た
と
え

ば
、
後
に
土
木
.

建 

築
の
面
で
秀
吉
政
拖
の
樊
務
祖
当
者
と
な
？
た
小
堀
新
助

(

遠
州
の
父)

は 

明
ら
か
に
战
井
氏
の
家
臣
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
近
'

江
出
身
の
直
E

と
し
て 

朽
木
氏
、
石
田
三
成
、
等
々
が
い
る
。

(

A

:

『

浅
野
家
文
書』

、.
五
一11

〇
頁
所
収
、
天
芷
ニ
年
九
月
の
豊
臣
秀
吉
領
知 

例
物
。

-

(

4

)

同
眷
、
五
三
ー
頁
所
収
、
天
茈
七
年
ー
月
の
同
判
物
。 

.

(

5

)

同
書
、
.
五
三
ー
丄
5

所
収
。

(

6

)

同
甞
、
五
三
九
頁
所
収
。
 

，

、、(

7

)

た
と
え
ば
、
西
田
村
誌
編
籮
会
編『

福
井
県
三
方
郡
西
田
村
誌』

に
引 

.

用
さ
れ
て
い
'る
と
こ
ろ
に
ょ
れ
ば
、「

当
村
で
は
世
久
見
浦
の
検
地
帳
が
現 

存
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
天
正
十
六
：年
七
月
十
三
日
付
で
、
牵
行
と
し
て
家
田 

左
吉
の
名
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
0」

(

三
ニ
頁)

こ
れ
は
明
ら
か
に
こ
の
年
に
浅 

野
氏
が
領
主
と
し
て
行
な
っ
た
検
地
の
結
來
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
ぅ
。

(

8

)
『

浅
野
家
文
書』

五
四
〇
頁
.
所
収
。

. 

C

9)

同
書
、
五
四
七—

八
頁
所
収
。

：
 

•

S

建
奉
行
と
し
て
の
浅
野(

把

秀
吉
と
共
に
成
昆
し
た
浅
野
氏
は
、
単
に
武
将
と
し
て
の
み
で
は
な
く
、
政 

権
確
立
の
蕋
礎
と
な
っ
た
諸
政
策
、
就
中
、
太
閤
檢
地
の
実
質
的
な
担
尚
若
と 

し
て
活
躍
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
他
に
も
、
京
都
の
長
官
と
し
て
、
：或
い
は 

い
わ
ゆ
る
五
奉
行
の
一
人
と
し
て
、
更
に
は
各
地
の
代
官
と
し
て
秀
吉
直
轄
領

四
六
.

(

一
〇
五
八)

の
経
営
に
当
り
、
秀
吉
政
権
下
に
お
け
る
浅
野
氏
の
役
割
は
極
め
て
重
要
で
あ 

っ
た
。

従
っ
て
、

こ
れ
ら
を
綜
合
的
に
考
察
す
る
事
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る 

が
、
こ
こ
で
は
そ
の
内
、■
封
建
1

制
を
確
立
せ
し
め
る
最
も
基
木
的
な
が
^

 

と
し
て
の
検
尤
に
限
っ
て
そ
の
足
跡
を
探
っ
1

み
る
こ
；と
と
す
る
。

検
地
と
結
ん
で
浅
野
氏
の
名
が
史
料
の
上
に
初
見
さ
れ
る
の
は
、
天
正
十
年 

七
月
め
山
城0

^

地
で
あ
る
。

こ
の
時
の
検
地
は
、

そ
の
後
の
如
く
実
際
の 

丈
量
を
行
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
指
出
し
め
形
を
と
っ
た
^
も
明 

ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
担
当
者
が
浅
野
氏
で
あ
ス
た)

。
し
か
し
、
浅
野
氏
が
秀 

吉
の
下
で
検
地
を
行
な
っ
.
た
'

の
は
、
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
と
い
う
断
淀
は
で
き 

な
い
。
た
と
え
ば
、
秀
吉
が
信
長
の
卞
に
未
だ
山
陽
筋
の
経
営
に
当
っ
て
い
た 

.

.天
正
十
年
の一

万
に
、
当
時
秀
吉
の
配
下
に
あ
っ

た
申
' ^

趴
®

 (

後
肥
後
唐
津 

藩
主
と
な
っ
た
志
摩
守
広
高
の
父
、
尾
張
出
身
で
信
長—

>秀
吉
の
仕
官
り
コ
ー 

ス
は
浅
野
氏
に
類
似
し
て
い
る)

が
、

姬
路
想
社
領
の
坪
付
を
行
な
っ
て
い

■ 

る
。
こ
©

史
料
を
み
る
と
、
各
筆
の
斗
代
の
決
定
が
、.
年
貢
高
で
は
な
く
、
生 

産
量
を
示
し
て
お
り
、
位
附
も
上
、，
中
、
下
、
下
々
、
の
四
段
階
に
分
れ
、
各 

.

筆
に
名
請
人
が
記
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
の「

あ
れ
田
帳」

が
荒
田
を
示
す
も 

の
で
あ
っ
たa

j

し
て
も
、
当
然
後
年Q

太
麗
地
と
同
様
の
形
式
S

地
が
行 

な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
_

が
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
浅
野
氏 

が
.
. 

'既
に
検
地
の
.
担
^

を
し
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
'
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
 

し
か
し
、
検
地
関
係
の
史
料
め
上
に
、
明
確
に
そ
の
名
を
示
す
の
は
、
山
城
検 

地
で
あ
る
•

は
言
う
ま
で
も
な
い
。

:

天
正
十
一
年
、
秀
吉
は
近
江
に
，お
い
て
広
範
囲
な
検
地
を
実
施
し
た
。
浅
野

氏
が
こ
の
時
関
係
し
て
い
る
事
は
、
ニ
三
，の
文
書
か
ら
見
出
す
こ
と
が
で
き 

る
。
即
ち
、
同
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
十
一
月
ニ
日
付
の
幾
野
弥
兵
衛
尉
長
吉

C

4)

缓
名
蒲
坐
郡
名
主
莨
姓
中
宛
の
文
書
に
は
、「

最

前

(

恐
：ら
く
は
こ
の
年
の
芨

の
近
江
検
地
を
指
す
か~

~

著
名
な
七
月
七
日
付
满
生
郡
保
内
今
在
家
検
地
帳

の
存
在
を
考
え
ょ
-―

y

以
折
紙
如
申
蝕
候
、
在

々

は

つ

れ

^
明
之

儀
、
従
秀
士 
1

!

^

寸
ニ
被
仰
霍
間
、
早
々
指
出
可
往
之
、」

と
あ
る
。
こ
れ
の

み
で
は
浅
®

氏
が
直
接
検
地
を
行
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、.
夏
の
検
地
か
ら

脱
漏
し
た
村
の
検
地
を
行
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
記
g

家
検
地
帳
に

お
い
て
も
明
ら
か
な
様
に
、
こ
の
時
の
検
地
は
既
に「

畠
出
し
1-

で
は
な
く
、

丈
量
検
地
で
あ
っ
た
。
翌
十
ニ
年
、
秀
吉
は
再
度
近
江
に
検
地
を
行
な
っ
て
い

(

6

)

.

る
が
、
今
堀
村
検
地
帳
に
浅
野
弥
兵
衛
の
名
が
見
ら
れ
る
。

天
疋
十
六
年
に
は
、
浅
野
氏
の
検
地
は
九
州
肥
後
及
び
若
狭
に
お
い
て
見
出 

さ
れ
る
。

ま
ず
肥
震
地
に
つ
い
て
は
、「

相
良
統
俊
肥
後
国
検
地
覚
書」

に 

「
1
|
_

地
分」

と
し
て
-肥
後
国
山
本
郡
、

飽
田
郡
、
.

蒙

郡

、
川
尻
都
の 

検
地
を
行
な
っ
た
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
九
州
地
方
の
■

直
後
に
施
行
さ
れ 

た
こ
の
検
地
は
、
後
の
奥
州
検
地
と
共
に
、
辺
境
地
帯
に
お
け
る
太
闇
検
地
の 

典
型
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

同
じ
年
、
浅
野
氏
は
既
に
若
狭
の」

国
大
名
と
な
っ
て
い
た
が
、
領
地
に
対 

し
て
検
地
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
若
狹
に
現
存
す
る
検
地
帳
か
ら
の
推 

断
で
I

n

。
ま
た
、
恐
ら
く
は
こ
の
_

檢
地
に
関
す
る
も
の
と
考
え
ち
れ
る

C

8)

#

不
明
の
秀
吉
朱
は
次
の
如
く
物
語
る
。

「

$

条

々

見

候

、
其
国
中
検
地
大
略
相
済
之
由
尤
被
思
召
候
、
然

-
 

«

.
封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

者
最
前
如
被
仰
出
諸
給
人
知
行
分
御
朱
印
員
数
高
頭
可
渡
遣
候
、
出
来
分
者 

■

検
地
仕
者
共
と
し.て
可
納
置
候
、
損
免
事
立
毛
之
上
見
料
上
中
下
有
様
ニ
物 

成
可
召
置
候
、.次
山
寄
端
々
検
地
ぶ
前
ニ
莉
上
候
田
地
之
儀
者
中
之
物
成
>
1 

:
相

定

可

籍

候

、
惣
目
録
相
調
候
ハ
、
両
三
人
ハ
所
務
事
堅
申
付
糙
成
奉
行 

を
残
し
置
其
地
江
御
成
以
前
ニ
成
共
御
帳
持
可
罷
上
候
、
残
面
々
共
ハ

㈱
ぽ 

.
無
油
断
可
相
納
旨
能
々
可1

候
也
。

'
霜月五日

 

(
I
I
I
)

浅
野
弾
正
少
弼
と
の
へ 

増
由
右
衛
門
と
の
へ

.

:

石
田
治
部
少
輔
と
の
へ 

」 

こ
の
文
書
は
、
た
だ
浅
野
氏
が
検
地
奉
行
で
あ
っ
た
と
言
ぅ
事
実
を
示
す
の
み 

で
な
く
、
太
i

-M

の
実
^

内
容
に
つ
い
て
、興
味
深
い
示
唆
を
#

え
て
い
る
。

さ
て
、
浅
野
氏
と
太
閤
検
地
と
を
結
び
付
け
る
最
も
著
名
な
も
の
は
、
天
正 

十
八
年
の
奥
州
平
定
直
後
に
強
行
さ
れ
た
奥
州
検
地
で
あ
る
。
太
閤
検
地
の
徹 

底
、
強
行
を
如
実
に
物
語
る
史
料
と
し
て
屢
々
引
用
さ
れ
る
の
は
、
次
に
挙
げ

S

る
浅
野
氏
に
宛
て
た
秀
吉
朱©

^
で
あ
る
。

「

態

被

仰

遣

候

：

一
去
九
日
至
于
会
律
、
被
移
御
座
、
御
置
目
等
被
仰
付
、
其
上
検
地
之
儀
、 

会
津
者
中
納
言
、
自
川
同i

辺
之
®

T

備

前

宰

相

ニ

被

仰

鎮

_

、

一
其
I
地
之
儀
、

一
昨
日
如
被
仰
出
候
、
斗
代
等
之
儀
、■
朱
印
旨
、 

何
も
所
々
、
い
か
に
も
入
念
可
申®
、
若
そ
さ
ぅ
ニ
仕
候
ハ
'
、
各
可 

:

為
越
度
候
事
、

 ゝ

四

七CI O

五
九)



.
1

山
形
恥
驶
守
、
抨
伊
達
妻
子
早
京
都
べ
差
上
候
、
右
両
人
之
外
、
国
人
妻 

パ

〔

子
事
、、
■
何
も
京
都
へ
進
上
申
族
者
、

一
廉
尤
可
被
思
召
候
、

無
左
も
の 

ハ
、
：会
律
べ
对
差
越
(±
1

、
可
申
®

、

T

被
仰
出
候
趣
、
国
人
邦
百
姓
共
ニ
合
点
行
候
様
-

一
能
々
可
申
聞
候
、
自
然 

不
相
M

覚
悟
之
載
於
在
之
者
、
城
主
に
て
候
ハ
X

其
も
の
城
へ
追
入
各
相 

談
.1

人
も
不
残
置
な
て
き
り
ニ
可
^

^
^
、
西
姓
..以
下
ニ
至
る
ま
て
不
相 

屈
.

ニ
#

て
ハ
、

一

郷
も
ニ
郷
も
悉
な
て
き
り
可
仕
候
、
六
十
佘
州
堅
被
仰 

.

付
出
羽
奥
州
迄

そ
さ
う
ニ
ハ
さ
せ
ら
る
間
敷
候
、
た
と
へ
亡
所
ニ
成
候
て 

も
不
苦
候
間
可
得
其
意
候
、
山
の
お
く
海
ハ
ろ
か
い
め
づ
\
き
候
迄
可
入 

念
辦
専
ー
双
、
自
双
#

趴
退
1!

胄
趴
自
_

#}
1

自
身
双
矶
_

畠
員
て
も
可
®

 

仰
I

、

と
此
返
亊
可
然
候
也
、

' 

、

.

•

.浅

野

弾

正

少

弼

と

の

へ

.

」 

諸
氏
が
既
に
繰
り
返
し
引
用
す
る
こ
の
史
料
を
敢
え
て
全
文
掲
げ
た
理
_

 

は
、
こ
の
引
川
が
腿
々
誤
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
朱
印 

状
が
物
語
る
秀
告
の
命
令
は
次
の
如
く
で
あ
ろ
う
。
㈠

秀
吉
が
会
津
に
来
て
、
 

置
：：：：

等
を
命
令
し
、
会
津
、
白
川
附
近
の
検
地
は
秀
次
、
宇
喜
多
秀
家
等
に
申 

付
け
た
こ
と
。
㈡

浅
野
氏
の
検
地
に
つ
い
て
は
、

一
昨
日(

八
月
十
日)

申
渡 

の
如
き
条
问
に
即
し
て
行
な
い
、
入
念
に
す
る
こ
と
。S

最
上
義
光
、
伊
達
政 

宗
以
外
に
も
国
人
で
人
質
を
出
す
者
が
あ
れ
ば
尤
も
に
思
う
。
然
ら
ざ
る
者
は 

会
律
へ
寄
越
す
様
申
付
け
る
こ
と
、
㈣

「：

&

仰
ル
昏
衝」

を
国
人
と
百
姓
に
よ 

く
ホ
し
聞
か
せ
よ
、i

K々
。

こ
の
場
合
㈣

の

「

被
仰
出
候
趣」

を
無
前
提
的
に

四

八

(

一
〇
六
0

)

検
地
に
関
し
.
て
仰
出
さ
れ
た
趣
と
し
て
理
解
し
て
い
る
例
は
非
常
に
多
い
。
 

(

筆
者
も
か
つ
て
そ
う
判
断
し
た
が
。)

し
か
し
、
H

の
自
に
は
検
地
と
い
う 

字
句
は
：出
.
て
来
な
い
し
、：

長
政
に
検
地
を
命
じ
た
㈡

の
条
文
と
㈣

の
条
文
の
間 

に
は
、
檢
地
と
無
関
係
の
条
文
钱
が
揷
入
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
㈣

を
検
地 

に
関
す
る
条
文
で
あ
る
と
簡
^

に
定
め
て
し
ま
う
^
は
で
き
な
い
様
に
思
わ
れ 

る
。
そ
れ
ょ
り
も
む
し
ろ
㈣

は
、
奥
羽
の
軍
^

的
征
服

I

般
に
関
し
て
浅
野
氏 

を
督
励
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
浅
野
氏
は
こ
の
時
奥
则
平
定
の
最
先
鋒 

と
し
て
福
島
附
近
か
ら
仙
合
附
近
を
逋
っ
て
北
上
川
沿
い
に
北
上
を
続
け
て
居 

り
、
そ
の
後
ニ
力
月
間
、
今
日
の
：一
ノ
関
附
近
に
留
り
、
諸
般
の
指
令
を
出
し 

て
い
る
の
で
あ
る 
1

。r

自
然
不
相
屈
者」

は
、
®
抗
す
る
者
は
の
意
で
こ
れ
を
平 

定
す
る
事
を
令
し
、「

な
で
ぎ
り」

を
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
、
検
地
と 

言
う
特
宠
の
事
業
を
指
す
の
な
ち
ば
、

「

城
主
に
て
候
は
は
意
味
が
通
ぜ 

ず
、
又
、
土
地
は
検
地
し
て
も「

一
郷
も
一
一
郷
も
、
悉
な
て
き
り」

に
し
て「

亡 

.

所」

と
し
て
し
ま
う
事
は
、
農
民
と
土
地
と
を
結
*ひ
付
け
る
意
図
か
ら
す
れ
ば 

矛
盾
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。「

関
白
殿
御
自
身」

出
馬
す
る
と
言
う
の 

も
、
も
ち
ろ
ん
検
地
で
は
な
く
、
軍
事
指
導
に
つ
い
て
の
出
馬
な
の
で
あ
る
。
 

と
す
れ
ば
、.
少
な
く
と
も
こ
の
条
文
を「

太
閤
検
地」

の
形
容
句
と
し
て
引
用 

す
る
事
は
不
適
当
で
あ
る
と
言
う
事
は
明
確
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
‘、
 

勿
論
、
こ
の
年
に
太
閤
検
地
が
奥
州
の
地
に
ま
で
及
ん
だ
事
は
0

:

、
㈡

の
f

 

か
ら
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
残
念
乍
ら
、
こ
の
時
浅
野
氏
に
与
え
ら
れ
た「

斗
代
等
之
儀」 

=

検
地
条
！

：
=

は
見
出
し
得
ぬ
様
で
あ
る
。
た
だ
殆
ん
ど
日
を
同
じ
く
し
て
出
さ

れ
、
こ
の
朱
©

^

に
も
見
ら
れ
る
会
i

地
お
ょ
び
殆
ん
ど
同
時
に
行
な
わ
れ 

た
出
羽
検
地
に
際
し
て
の
検
地
条G

H

は

現

存

し

て

恐

ら

く

浅

野

氏

に

対 

す
る
も
の
も
同
文
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
示
し
て
お
こ
ぅ
。

「

奥

州

会

^

^

地

条

々
 

一
上
田
一
段 

永
楽
銭
武
百
文
宛
之
^

一.呻
任一

段 

瓦
八
拾
文
事 

ー>

田
一
段 

百
五
拾
文
琳 

一上畑一
反，

西文宛事
 

一
中
畑
一
段 

八
十
文
^

■

一
 

下
畠
一
反 

五

洽

文

事

■

一
山
畠
ハ
見
あ
て
次
第
年
貢
可
相
淹
泰

5

木
見
計
年
貢
可
相
究
事

r

川
役
相
改
別
ニ
.御
代
官
可
被
雜
事

ー
11
]

畠
共
ニ
ー
'

段
ニ
付
五
間
六
拾
間
ニ
可
湘
萣
事
.

.

以

上
.

天
正
十
八
年
八
月
九
日 

秀
吉
公
御
朱
印」 

条
文
も
簡
単
で
賞
高
表
示
，の
斗
代
と
若
干
の
小
物
成
、
三
百
步
一
反
の
制
を 

定
め
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
旧
⑽
ム
ロ
罾
ア
の
地
域
に
砠
豸
す
る
天
正
十
八
年
の
‘ 

検
地
帳
を
み
る
と
、.
い
ず
れ
も
分
米
は
貫
文
高
で
表
示
さ
れ
て
唐
り
、
斗
代
も 

こ
の
#

条
目
の
斗
代
と
全
く
等
し
い
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
浅
野
氏
に
与 

•

え
ら
れ
た
条
因
を
暗
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

天
正
十
八
年
以
後
に
お
い
て
も
、
浅
野
氏
は
引
続
き
各
国
の
検
地
に
奉
行
と 

封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

し
て
登
場
し
て
く
る
。
ま
ず
文
禄
三
年
、
既
に
浅
野
氏
は
甲
斐
一
国
の
領
主
と 

な
っ
て
い
た
が
、
和
泉
、
摂
津
の
検
地
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
和
泉
検 

地
に
関
す
る
興
味
深
い
史
料
が
見
出
さ
れ
る
。

「

；
以
上
：
：

態
申
遣
候
、
A

i

御
検
地
ニ
付
而
在
々
納
升
之
_

馨

候

て

遺

候

、
此
升
ニ 

.

而

可

驚

也

、
丼
御
米
之
事
衰
石
ニ
付
而
式
升
つ
、
可
出
候
、
此
外
自
然
御 

代
官
御
給
人
i

n

l

被
申
懸
候
ハ
\

此
方
江
可
I

者
也
、

文
8

ニ.
八
月
廿
八
日 

長
滝
村

弾
正
少
弼

長
吉
御
判

.'

こ
れ
に
よ
る
と
、
納
升
を
作
っ
て
各
村
へ
こ
れ
を
配
り
、
丈
量
の
基
準
と
し 

て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
後
も
、.：

だ
と
え
ば
紀
州
検
地
，に
際
し
て
の
納
升
の
作
成 

——

後
述
す
る——

が
み
ら
れ
、
検
地
と
升
の
^
^
が
不
離
の
関
係
に
あ
っ
た 

事
を
.

知
る
の
で
あ
る
。

.

.

文
禄
五
年
、
浅
野
氏
は
領
主
と
し
て
甲
斐
一
国
に
検
地
を
施
行
し
た
。
甲
斐 

に
現
存
す
る
検
地
帳
は
、
浅
野
検
地
の
後
、
慶
長
七
年
に
施
行
の
大
久
保(

石 

見
守)

検
地
の
際
の
も
の
'

で
、
浅
野
検
地
帳
は
恐
ら
く
破
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ 

ろ
う
か
。
た
だ
従
来
は
、
こ
の
浅
野
檢
地
は
大
久
i

地
帳
に「

弾
正
荒」

と 

言
う
字
句
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ち
知
^

れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
 

浅
野
家
に
現
存
す
る
史
料
中
か
ら
検
地
条
因
等
が
見
出
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
甲 

州
全
域
に
苴
る
検
地
の
施
行
は
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
検
地
条
目
を
左
に
示 

そ
う
。

四
九
へ
 

一
◦

六
一)



■ 

s

i

i

 

:
 

,

一
検
地
さ
ほ
六
尺
三
寸
之
事 

一
三
百
^
麽
反
之
事

.
1
.

田
畠
斗
代
ハ
米
付
た
る
べ
く
先
帳
見
合
上
中
下
念
を
入
可
.
^
^
事 

1

筋
々
茌
々
堺
目
^

^

^

双
^

堺
目
た
り
と
い
ふ
と
も
相
紛
候
所
は
み
そ
川 

な
わ
て
を
か
き
り
不
紛
棒
一
|
.
搏
目
新
镲
“
1

可

相

立

齊

付

田

畠

百

姓

痧

多

、

.
少
可
相
付
事

一
桑
漆
在
之
息
は
弥
！

1

つ
も
り
年
貢
に
可
打
入
靡 

一
当̂

m

然
在
之
者
な
ら
ひ
の
毛
：^

t

ニ
可
打
事 

I

年
々
荒
木
か
や
は
ベ
候
て
田
地
ニ
醫
所
ハ
可
相
除
^

一
往
々
竹
藪
別
三
打
分
帳
可
作
亊 

ー
汕
年
貢
念
を
入
相
改
別
.ニ
帳
可
作
事 

1

先
年
I

M

 

ニ
て
け
ん
ち
不
成
所
ハ
見
計
可
申
付
事 

一

擻

#

町
屋
敷
^

所
?

〜

ハ
検
地
可
仕
、
但
う
ら
へ
む
さ
と
な
く
相 

添
間
_

1

か
た
屋
擻
不
残
け
ん
ち
可
仕
事

一
検
地
相
済
夜
所
.

ハ
西
姓
之
手
形
を
取
立
毛
か
り
あ
け
^

^

 

ニ
可
申
付
^

.

1

け
ん
ち
は
や
く
相
i

所
ハ
，お
そ
き
筋
べ
す
け
あ
い
可
$

 

.

.

1

け
ん
ち
の
者4

^

も
し
さ
い
し
や
う
た
る
へ
し
、
但
薪
さ
う
し
馬
の
ぬ
か 

わ
ら
ハ
百
姓
可
出
之
、
此
外
対
宵
姓
不
謂
儀
申
懸
間
敷
事 

布
条
々
於
相
背
者
可
加
成
敗
者
也
：

文
禄
五
年
七
月
十
一
日 

' 

弾
正
少
弼

(

藤

)

.

五

〇

(

一
o
六

ニ)

.

: 

栗

蜃

.

'

.

太
駄
源
左
衛
門
殿
.

.

福
井
勘
太
夫
殿 

:

早

川

伝

兵

滿

殿
'

'
藤
田
勝
右
衛
門
殿 

■ 

松
：田

亀

介
.

殿

' 

,

黒
部
金
左
衛
門
殿 

J

 

こ
の
条
目
の
特
微
と
言
う
様
な
も
の
は
存
在
し
な
い
。
た
だ
、
さ
き
に
示
し 

た
天
正
十
八
年
の
奥
现
地
方
の
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
規
定
が
細
か
く
、
 

.
整
備
さ
れ
て
い
る
と
言
う
^

は
ー
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
又
、
た
と
え
ば 

文
禄
ー
一
一
年
、

.

秀
吉
®

身
の
発
し
た
伊
勢
国
検
地
の
際
の
f

r

こ
れ
に
は
浅 

野
氏
は
関
係
し
て
い
.
な
.

い
と
思
わ
れ
る
が——

に
比
べ
る
と
、
■

す
る
と
こ 

.
ろ
の
多
い
の
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
甲
斐
国
検
地
条
目
が
、
秀
吉
の
屢
に
発 

し
た
も
の
で
な
べ
浅
野
氏
か
ら
そ
の
配
下
の
検
地
奉
行
に
宛
て
た
も
の
で
あ 

る
が
、
両
者
の
！
^

は
、
こ
の
時
期
に
、
秀
吉
政
権
に
お
い
て
検
地
方
針
が
ほ 

ぽ
確
定
し
た
事
を
物
語
る
の
で
あ
る
。
な
.
お
、
こ
の
条
目
か
ら
み
る
と
斗
代
は 

米
付
に
せ
よ
、

(

貫
文
高
表
示
を
や
め
て
、

石
高
表
：示
に
せ
よ
.と
言
う
意
味
で 

あ
ろ
う)

.

.

「

先
帳」

を
見
合
せ
よ
、
と
あ
る
か
ら
、

甲
州
に
お
い
て
は
' 

浅
野 

検
地
以
前
に
、
恐
ら
く
は
貫
文
高
表|

7K

の
検
地
が
行
な
わ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ 

るV
.

 

,

,

,

_

州
検
地
以
後
、
浅
野
氏
は
慶
長
五
年
紀
州
に
移
封
さ
れ
、
翌
六
年
望
と 

し
て
紀
州
全
域
に
検
地
を
行
な
っ
た
。
こ
の
^

⑽
に
っ
い
て
は
既
に
^
表
し
て

い
る
の
で
、
重
複
を
避
け
な
が
ら
述
べ
て
み
ょ
ぅ
。
ま
ず
、
慶
長
五
年
、
浅 

野
氏——

浅
酹
左
京
大
夫
幸
長——

が
移
封
さ
れ
た
当
時
、
紀
州
は
天
正
十
三

年
の
.検
地
-

-

-

-羽
罾
豸
長
の
下
に
小
^

^

夂
を
検
地
奉
行
と
し
て
施
行
さ
れ
た

も
の——

以
後
、

一

国
と
し
て
の
規
模
で
は
検
地
が
行
な
わ
れ
ず
、
し
か
も
、
 

紀
州
の
領
王
で
あ
っ
た
^

胄
の
㈣

の
氏
、
矶
罾
山
の
桑
山
氏
等
は
、
関
力
原
役 

で
滅
亡
す
る
運
命
を
持
っ
た
大
名
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
浅
野
氏
は
入
国
早
 々

検
地
を
施
行
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
慶
長
五
年
は
十
月
の 

入
国
で
あ
り
、
も
は
や
検
地
に
は
間
に
合
わ
ず
、
種
々
の
準
備
を
経
て
、
翌
六 

年
九
月
か
ら
十
月
に
か
け
て
行
な
ぅ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
準
備
と 

は
、
年
貢
丈
量
用
の
升
の
作
成
、
及
び
検
地
に
際
し
て
の
斗
代
決
定
の
た
め
の 

予
備
的
調
査
で
あ
る
。

ま
ず
升
の
作
成
は
六
年
の
六
月
か
ら
1

を
進
め
、
こ
れ
が
す
べ
て
完
成
し 

た
の
は
、
検
地
後
の
十
二
月
で
あ
っ
た
。
大
工
の
田
i

三
郎
に
宛
て
た
次
の 

文
書
は
こ
の
間
の
^

情
を
物
語
る
。

「

 

覚 

• 

銀
子
参
西
八
拾
泪
者
升
之
銀
之
内
追
而
算
用
可
相
聞
者
也
、
仍
如
件
、
但
久 

内
作
兵
衛
取
次 

慶
長
六
年

六
月
七
日

. 

.ノ

幸

長

(

花
押
；
}

.

大

エ

忠

三

郎

殿

： 

J

同
年
九
月
十
二
日
付
で
更
に
銀
五
百E

が
渡
さ
.れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
十 

ニ
月
晦
日
付
の
文
書
は
.

そ
の
完
成
を
示
し
て
.

い
る
。

.

.

.

封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

「

覚

： 

.

升
数
合
売
万
式
千
八
百
六
拾
五
丁
指
立
候
分 

内

.'

.

1

四
千
五
百
七
拾
丁
ハ
士
ロ
ゑ
ハ
罾
^
 々

一

千

六

百

拾

丁

者

本

庄

弥

十

郞

私 

一
六
千
百
八
拾
丁
者
重
而
本
庄
弥
十
郞

1

一
可
渡
也 

.

以
上 

右
之
手
間
賃
之
事 

一
銀
五
貫
百
四
拾
六
匁
可
ぼ
^

(

本
の
ま
-0

但
升
宭
丁 

ニ
付
而
銀
四
リ
ン
宛

内

.
-

一
式
貫
匁
ハ
米
式
百
石
浅
野
ニ
郎
左
衛
門
所
ょ
り
渡
候 

1
f

養
四
百
式
拾
六
匁
五
分

吉
兵
衛
所
ょ
り
渡
也 

残
而
泰
貫
七
百
式
拾
匁
ハ 

右
其
方
引
負
之
内
を
以
鍛
治
次
八
桧
物
屋
出
来
右
衛
門
方
へ
可
猓
者
也
、
仍 

如

件

.

.
 

'

慶

長

六

年

極

月

晦

日
_ 

幸

長

(

花
押)

田

匿

ニ

郎
. 

」

升
数
，一
二
、
八
六
五
丁
は
、
非
常
に
多
い
か
ら
恐
ら
く
紀
州
の
各
村
に
渡
さ 

れ
た
も
の
で
あ
ろ
ぅ

(

慶
長
当
時
紀
州
の
総
村
数
は1

0

七
五
力
村
で
あ
る)

。
 

升
一
個
に
i

四
分
が
手
間
賃
と
し
て
支
私
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
升
の
作

>

 

. 

五
一
ハ
ー
0

5

0



他ニ若山 
3192 家 8.2 601 73

10.1 440 44
6,9 306 47
3.9 456 119
5.5 329 60
7.0 3B9 48
3.9 225 58
5.6 348 62

石
草 135 8155,500

那 158 69540,795
伊 都 81 26760,717
海 士 46 20975,406
有 田 128 42045,987
日 高 132 44793,140
室(牟宴） 395 88973,091

訐 1075 374244,636

慶長6 年耜州検地郡別石高表

村数 右 尚 小 物 成 家 数 備 考 ゐ 局
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石
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1

0
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0
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3
 

2
 

1
 

0
 

3

成
は
さ
き
の
例
に
も
示
し
た
如
く
、
直
接
に
は
年
貢
納
付
の
際
の
度
量
衡
を
統 

一
し
、

的
な
^

H

度
量
衡
の
不
絲
.

一.：を
否
定
せ
ん
.
と
す
る
も
の
で
あ
.つ
た 

第
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
が
検
地
と
並
行
し
て
施
行
さ
れ
て
い
る
^

は
、
 

両
者
が
_
翅
領
主
制
の
確
立
と
言
う
共
通
項
を
媒
介
と
し
て
結
合
さ
れ
て
い
た 

か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

さ
て
、
検
地
の
f

と
し
て
、
よ
り
直
接
的
な
仕
事
は
、
斗
代
決
定
の
用
意 

で
あ
ろ
う
。

「

w

S

方
米
積
之
辦 

.

ニ
赍
反
8

日
五
拾
尜
之
事 

一
尺
枝
六
尺
三
寸
之
蕲

一
上
田
売
汩
五
斗
也 

•

一
中
田
患
®

四

斗

也

.

1

下
田
窀
汩
武
斗
也

(

欠
損)

一
下
々
畠
邦
年
々
荒
能
々
見
積
次
第 

一
田
畠
荒
ハ
類
地
之
次
ニ
式
段
さ
か
り 

，
以
上慶

長

六

年

六

月

十
！！！

 

左

京

願
 

」 

こ
の
文
權
は
簡
単
な
検
地
条
m

で
あ
る
が
、
二
百
五
十
歩=

r

反
と
言
う
計 

第
が
何
故
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
？

そ
れ
に
こ
の
斗
代
も
不
規
則
で
あ
り
、
 

検
地
帳
に
表
わ
れ
た
実
際
の
斗
代
と
も一

致
し
て
い
な
い
。
尤
も
検
地
帳
の
斗 

代
も
、
各
检
地
役
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
要
す
る
に
.こ
の

五
ニ 

(

一
〇
六
四

)

条

E

は
検
地
の
準
備
の
た
め 

の
一
応
の
目
や
す
と
言
う
程 

度
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う 

か
。検

地
は
牟
婁
郡
東
部
の
例 

で
は
最
も
早
い
も
の
で
慶
長 

六
年
九
月
十
九
日
、
遅
い
も 

の
で
十
月
十
四
日
で
あ
り
、
 

他
郡
の
散
見
す
る
検
地
帳
も 

す
べ
て
こ
の
期
間
内
の
日
付 

で
あ
る
か
ら
、
ほ
ぼ
こ
の
期 

間
内
に
済
ん
だ
の
で
あ
ろ 

う
。
通
説
で
は
こ
の
時
の
検 

地
奉
行
は
石
黒
半
兵
衛
と
さ 

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
維
新 

i

纂
さ
れ
た『

m

紀
a

if
l

 

史』

の
記
速
を
典
诞
と
す
る 

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
石 

黒
半
兵
衛
は
検
地
役
人
のj 

人
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
と
同 

格
の
検
地
役
人
は
、
牟
婁
郡 

東
部
の
場
合
だ
け
で
も
三
十

一一

人
を
数
え
る
か
ら「

石
黒
半
兵
衛
を
検
地
奉
行
と
し」

紀
州
一
国
の
検
地
が 

行
な
わ
れ
た
と
す
る
の
は
旧
稿
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
様
に
誤
り
で
あ
る
。

.

.

こ
の
检
地
の
結
果
、
紀
州
一
国

(

高
野
山
領
を
除
く)

の
石
高
は
三
十
七
万

S

 

-

四
千〗

r

l5

四
十
五
石
と
打
出
さ
れ
た
。
こ
れ
を
郡
刎
に
表
示
す
れ
ば
前
頁
の
如 

く
で
あ
る
。
但
し
豸
双
は「

正
保
煦
年
亥
五
月
ノ
写
シ」

と
あ
る
か
ら
、
検
地 

と
同
時
に
行
な
わ
れ
た
結
果
を
17K

す
も
の
か
、
或
い
は
そ
の
後
、
正
保
期
に
最 

も
近
い
数
字
を
示
す
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。.
も
し
慶
長
検
地
の
際
の
家
数
改 

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
と
の
家
数
は
検
地
帳
に
お
け
る
屋
敷
地
数
と 

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
，

慶
長
六
年
の
紀
州
検
地
帳
は
、
浅
野
氏
.

の
転
封
後
、
御
三
家
の
一
つ
で
あ
る 

紀
州
家
の
時
代
と
な
っ
て
も
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、

以
後
明
治
に
至
る
ま 

で
、
紀
州
で
は
全
国
検
地
は
な
か
っ
た
。
冗
禄
十
年
に
検
地
帳
の
地
詰
が
行
な 

わ
れ
て
居
り
、
村
高
の
此
一
一
少
の
変
更
は
行
な
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
決
し
て
新
し 

い
検
地
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
検
地
は
、
徳
川
幕 

府
の
公
認
し
た
.
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
^
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
だ
.

か
ら
と 

言
っ
て
、
こ
の

.
検
11
L

を
、
い
わ
ゆ

る「

徳

檢

11
J

と
し
て
考
え
る
事
.
は
.
当
を
. 

得
な
い
。
む
し
ろ
太
間
検
地
の
実
質
的
な
担
い
手
と
し
て
演
じ
て
来
.た
浅
野
氏 

の
役
割
と
経
験
か
ら
、「

太
閤
検
地」

の
一
つ
と

し
，て
考
え
て
よ
い
様
に
思
う
。

(

1

)
「

検
地
奉
行」

と
言
う
字
句
に
限
定
す
れ
ば
、
浅
野
氏
が
自
ら
領
主
と 

し
て
領
地
に
行
な
っ
た
検
地
は

こ
こ
で
は
.

取
*;
.

扱
え
な
い
が
、

こ
こ
で
取
り 

扱
う
换
地
は
、
領
主
と
し
て
自
ら
行
な
つ
た
换
地
を
も
含
.め
る

こ
と

と

す

.封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
げ
る
浅
野
氏

(

2

)

 

_『

多
聞
院
日
記』

天
正
十
年
七
月
八
日
の
項
に
、「
木
津
羽
柴
筑
前
取
ト

:

(

指
力)

テ
、
奉
行
浅
野
弥
兵
衛
ョ
リ
数
出
可
仕
之S

折
帒
来」

.(

辻
善
之
助
編
、

第 

三
巻
、
.
ニ
‘
三
四
頁)

、
'

ま
た
、
同
ニ
十
三h

に
は
、

T

木
津
指
出
、
筑
前
代
官 

浅
野
弥
兵
衛

r

勧
修
坊
诈
合
遣
之
：、
樽
代
可
為
各
出
之
通
申
定
了
、
自
是
菇 

五
郎
召
遺
之」

(

同
書
、
二
三
六
頁

)

、

翌
ニ
十
四
日
に
は
、

r

木
津
庄
羽
柴 

筑
前
知
行
付
、
指
出
下
代
浅
野
弥
兵
衛
座
原
二
居
間
遣
之
、
勧
修
坊
申
合
樽 

.

苗
疋
取
継
へ
廿
疋
遣
処
、
懇
之
返
事
在
之」

(

同
書
、

ニ
三
六
丨
七
頁)

と 

あ
る
。

(

3

)
『

大
日
本
史
料』

第
十
一
編
之
ニ
、
1
.
1 一一

ー

ニ
一 

頁
所
収
の
天
正
十
年 

评
付
帳
。

(

4

)
『

大
日
本
史
料』

第
十一

編
之
四
、
七
四
ニ
ー
三
頁
所
収
。

(

5

)
『

大
日
本
史
料』

第
十

.
1

編
之
八
、

四
〇
七
丨
八
頁
所
取
の
今
堀
村
之 

内
指
地
帳

(

断
簡)

に
床
野
弥
兵
衛
と
あ
り
、
こ
れ
は
麻
野
で
あ
ろ
ぅ
と
考 

え
ら
れ
て
い
る
。

(

6

)
『

大
分
県
史
料』

(8
)

三
四
六
丨
七
頁
所
収
、
下
毛
成
恒
文
書
。
な
お
さ
き 

.

の
近
江
検
地
、
及
び
と
の
肥
後
検
地
に
関
す
る
史
料
は
、
所
三
男
氏
の
御
敎

示
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。
但
し
、
現
存
す
る
肥
後
国
検
地
帳
は
、
天
芷
十
六 

年
で
ば
な
く
、
十
七
年
付
で
あ
る

(

森
田
誠一

「

肥
後
国
検
地
諸
帳
に
つ
ぃ 

:

て
-」

熊
本
史
学
第
二
号
所
収

)

。
或
ぃ
は
検
地
が
実
際
に
施
行
さ
れ
た
の
は 

翌
十
七
年
か
：も
知
れ
な
ぃ
。

.

(

7

)

西
田
村
誌
編
纂
会
編『

福
井
県
三
方
郡
西
田
村
誌』

r

当
村
で
は
世
久
見

五

三

(

1

0

六
五)

.



浦
の
検
地
帳
が
.
現
存
し
て
ゐ
る
。
そ
.

れ
は
天
班
十
六
年
七
月
十
三
.

日
付
で
>

:

苯
行
と
し
て
家
田
左
吉
の
名
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。J

 

C

H

U

頁)

な
お
宮
川
満 

『

太
閤
検
地
論
.

第
1

部』

三
一
'

五
頁
所
収
の
太
閤
検
地
実
施
の
表
を
み
よ
。

(
0
0
)

牧
野
信
之
助
編
.
.

『

越
前
若
狭
古
文
書
選』

七
四
八
丨
九
頁
所
収
0
な
お

.

筆
者
の
引
府
史
科
は
原
本
の
句
読
点
を
や
や
改
め
て
.あ
る
。
こ
の
朱
印
状
は 

年
代
の
記
載
が
な
く
、
ま
た
何
国
の
検
地
で

あ
る
か
も
.
明
示
さ
れ
て
.

い
な 

い
。
し
か
し
、
•こ
の
文
書
の
属
す
る
長
井
文
書
に
は
浅
野
氏
の
若
狭
の
領
主 

時
代
の
も
の
が
含
ま
れ
て

い
る
事
か
ら
、
恐
ら
く
は
こ
の
時
期
の
、
こ
の
埤 

域
に
対
す
る
検
地
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
霜
月
に
、
，検
地
が
，進
行 

中
な
の
で
あ
'

る
か
ら
、
若
狭
で
あ
る
と
す
れ
ば
天
正
十
五
年
と
言
ぅ
，ご

2

も 

あ
り
得
る
。

(
C
O

『

浅
野
家
文
書

』

八

丁

1

ー
頁
所
収
。

(

10)

こ
の
間
の
.

浅
野
氏
の
動
静
に
つ

' 

い
て
は
、
盛
岡
市
史
編
籮
委
員
会
編 

『

盛
岡
市
史』

第
二
分
冊
一
六
六
頁
以
下
に
詳
し
い
。

'

(

11)

会
津
検
地
条
目
は『

一
柳
文
書』

■

へ
史
料
編
簾
所
*
_
の
影
写
本
に
よ 

る)

所
収
。
出
羽
国
檢
地
条
3

は

『

山
形
県
史』

第
一
#

、
七
四
八
I

九
頁 

所
収
の
も
の

(

天
芷
十
八
年
八
月
、
検
地
奉
行
は
木
村
常
陛
介
及
び
大
谷
刑 

部
少
輔)

に
よ
る
と
、
前
者
と
袷
ん
ど
同
文
で
あ
る
。

(

12)

近
世
村
落
研
究
会
観『

仙
台
藩
農
政
の
研
夂』

所
収
の「

員
河
内
每
野 

領
検
地
帳

(

天
芷
十
八
年
九
月
十
七
日
付)」

(

四
八
七
丨
五
〇
七
頁)

等
参 

报
。
但
し
、
こ
れ
ら
の
検
地

.

の
.祖
当
者
が
战
野
氏
で
あ
っ
た
と
會
う
碰
証
は 

办
い
。

五

四

(

一
o

六
六)

S

.

14)

ノ『

太
粗
公
：済
美
録』

：

所
収
。 

c
15)

：n

志
都
史』

上
巻
、

一
八
二
I

四
頁
所
収
。

(

16
>

ゝ
拙
稿「

近
世
初
期
の
'

検
地
と
本
百
姓
身
分
の
形
成—

慶
長
六
年
紀
州 

検
地
帳
の
研
究——

」

三
由
学
会
雑
誌
、
第
四
十
九
巻
第
二
号
所
収
。
.

(

17
-

18
.

19)
『

清
光
公
済
美
録I

所
軋
0

C
20)

た
と
え
ば
、
本
宴
郡
の
約
百
力
村
の
検
地
帳

を

み
る
と
.、そ
の
斗
代
は
、
 

上
々
田
一
、
七
五
•

一
、
七
。
上
田

1
、

六
'五
'.
'

'

一
、
六
•

一、
五
。
中
田 

1
、

五
.

一
、

四
五
.

一
、

四
。
下
田

一
、

一.

一
。(

詳
し
く
は
前
掲
、
 

拙
稿
に
表
示
し
て
お
い
た

o)

但
し
、
上

田
、
中
田
、
下
田
の
比
率
が
不
規 

則
で
あ
る
点
は

こ
，の
条
目
と
一.
致
し
て
い
る
か
ら
、
両
者
の
間
に
何
等
か
の 

関
係
が
：あ
っ
た
事
は
認
め
■.
て
よ
い
。

(

21)
『

浅
野
検
地
帳』

原
本
は
慶
長
十
八
年
六
月
付

C

文
部
省
史
料
館
所
蔵
、
 

本
居
文
庫
内)

記
載
の
数
字
に
よ
：る
。

.

四
’

封
建
領
主
と
し
て
の
浅
野
氏

本
節
で
.

は
.

、
封
建
領
主
と
し
て
の
a

野
氏
の
性
格
を
、
そ
の
家
臣
固
と
の
関 

係
か
ら
考
察
し
て
み
よ
ぅ
と
す
る
の
で
あ
る
。^

1
、

与
え
ら
れ
て
い
る
史
料 

は
非
常
に
少
な
い
し
、
又
、
こ
の
#

に
も
農
民
や
商
人
に
対
す
る
政
策
等
を
綜
’ 

合
的
に
見
て
行
か
な
け
れ
ば「

封
建
罾
3£」

の
全
体
的
な
性
格
ば
判
ら
な
い
の 

で
あ
る
が
、
と
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
旧
稿
に
お
い
て
小
農
民
自
立
政
策
を
基
軸 

と
し
て
そ
の
足
跡
を
，た
ど
，った
^

で
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
専
ら
封
建
領
主 

制
の
縣
質
を
示
す
重
要
な
も
う
•；
つ
の
都
分
と
し
て
の
家
臣
に
対
す
る
知
行
関

係
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

最
近
、
蓀
藩
体
制
の
確
立
と
言
う
問
題
を
論
ず
る
際
、
近
世
初
期
、寛
文
•延 

S

期
を
中
心
と
す
る
時
期
に
領
主
の
家
臣
に
対
す
る
知
行
関
係
が
、
地
方
知
行 

丨> 
蔵
米
給
付
へ
と
変
化
し
た
事
を
基
軸
と
し
て
権
力
構
造
の
形
態
変
化=

幕
藤 

体
制
の
確
立
と
言
う
考
え
方
が
唱
え
ら
れ
、
こ
の
^
ル
自
体
は
ほ
ぼ
容
認
さ
れ 

た
と
言
っ
て
_よ
い
。
し
か
し
、
地
方
知
行
の
存
在
を
ど
う
歴
史
上
に
位
置
付
け 

る
の
か
と
言
う
^

に

な
.̂

と
問
題
は
未
た
1-

分
に
解
^

し
た
と
は
言
え
な
t

。
 

即
ち
、
地
方
知
行
の
存
在
を
中
世
的

(

こ
こ
で
は
守
護
大
名
制
的
、
或
い
は
戦 

固
大
名
制
的
と
限
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う

)

M

⑽
と

し

て

取
り
扱
い
、
そ
の
消 

滅
を
も
っ
て
近
世
的
権
力
構
造
の
#

か
と
見
る
説
が
存
在
し
て
い
る
。
然
る
に 

一
方
で
は
、
地
方
知
行
i

蔵
米
給
付
へ
の
変
化
を
、
封
建
領
主
制
の
搆
造
的
変 

質
と
み
る
事
を
否
定
し
、
太
閤
検
地
が
封
建
領
主
制
的
土
地
所
有
関
係 

を
、

i

成
立
せ
し
め
た
と
な
す
説
、
即
ち
地
方
知
行
I

V

蔵
米
給
付
の
変
化 

を
、知
行
形
態
の
単
な
る
変
化
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
 

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
評
価
の
如
何
に
枸
ら
ず
、
こ
の
変
化
は
史
実
と
し
て
存
在
し 

て
い
る
し
、
近
世
初
頭
、
多
く
の
■
に
お
い
て
家
臣
へ
の
地
方
知
行
が
実
在
し 

て
い
る
^
は
何
入
も

否
定
す
る
事
が
で
き
な
い
。
現
在
で
は
単
に
そ
の
：存
在
を 

指
摘
す
る
の
み
で
な
く
こ
の
地
方
知
行
に
関
し
、
.

領
主
権
'.
_

¥i
i

_

#

の

め

畠
 

か
ら
の
検
討
も
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
封
建
領
主
制
確
立
と 

の
関
係
に
お
い
て
最
も
本
質
的
な
問
題
、
即
ち
、
地
方
知
行
の
歴
史
的
位
置
付 

け
に
.

つ
い
て
言
え
ば
、
も
し
そ
れ
が
中
世
的
な
領
主
制
の
遺
制
で
あ
る
众
.ら 

ば
、
太
閤
検
地
を
も
っ
て
封
建
領
王
制
的
土
地
所
有
関
係
の
同
時
的
実

封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

現
と
言
う
シ
H
i 

I

マ
は
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
在 

VD

寛

文

•

延

宝

期

(

地
方
知
行
の
消
滅
期)

幕
藩
体
制
成
立
論
者
の
研
究
対
象 

を
み
る
と
、
戦
国
期
か
ら
引
き
続
き
大
名
と
し
て
ほ
®

に
す
ベ
り
込
ん
だ
藩
を 

対
象
と
ず
る
も
.
の
が
多
い
。
.こ
れ
は
史
料
的
制
約
か
ら
致
方
の
な
い
事
で
あ
る 

と
し
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
の
地
方
知
行
形
態
の
み
を
論
ず
る
場
合
、
そ
れ
を 

遺
制」

と
見
做
す
見
解
が
生
じ
易
い
事
は
明
瞭
で
.
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
 

始
め
か
ら
中
世
の
或
い
は
戦
国
大
名
と
し
て
の
伝
統
を
有
せ
* 

す
に
領
主
化
し
た 

——

む
し
ろ
典
型
的
な——

領
主
権
力
を
対
象
と
す
る
研
究
は
意
外
に
少
な 

い
。
両
者
を
比
較
対
象
す
る
事
こ
そ
望
ま
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

浅
野
氏
は
勿
論
、
領
主
化
の
最
初
か
ら
中
世
的
な
も
の
は
勿
論
の
こ
と
、
戦 

国
大
名
と
し
て
の
領
主
権
力
の
倍
統
を
何
■

す
る
事
な
く
成
長
し
た
。
従
っ 

て
そ
こ
に
造
り
上
げ
ら
れ
る
領
主
制
は
、
ま
さ
に
中
世
的
、
或
い
は
戦
国
期
的 

な
性
格
：を
有
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
純
糊
に
近
世
的
な
体
制
で
あ
る
事
に
な
る
。
 

こ
う
言
っ
た
目

_

し
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
の
家
臣
_

へ
の
知
行
形
態
を
考
察
し
. 

て
み
よ
う
と
言
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
植
の
大
名
の
通
例
と
し
て
、
利
用 

し
う
る
史
料
、
そ
れ
も
組
織
的
な
も
の
が
殆
ん
ど
存
在
し
な
い
た
め
、
制
約
は 

大
き
い
の
で
あ
る
が
。

浅
野
氏
は
秀
吉
の
臣
と
し
て
僅
か
百
二
十
石
の
知
行
取
り
か
ら
、
僅
々
十
五 

年
の
間
に
国
持
大
名
に
ま
で
成
長
し
た
。
従
っ
て
家
臣
の
双
も
こ
れ
に
伴
っ
て 

急
速
に
増
加
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か〖

し
、
.
そ
の
際
、
給
地
に
お
け
る 

夜
地
土
豪
を
、
そ
の
ま
ま
給
人
と
し
て
家
臣
化
す
る
事
は
で
き
な
か
っ
た
。
何 

故
な
ら
度
重
な
：る
移
封
、.
転
封
は
そ
れ
だ
け
で
も
、

こ
の
様
な
形
で
の
家M

団

五

五

(

ー.
〇
六
七)



の
編
成
を
不
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
家
臣
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
浪
人
で
あ

り
、
戦
国
末
期
に
は
、主
君
の
滅
亡
に
伴
う
浪
人
化
が
激
し
い
一
方
で
は
、新
し

い
領
主
の
成
長
に
伴
う
仕
官
の
機
会
も
ま
た
多
か
っ
た
の
で
あ
る
0

ゑ
ハ
員̂

㈱

を
強
行
し
、太
閤
検
地
の
先
峰
と
し
て
全
国
的
に
括
躍
し
た
幾
野
氏
が
、
そ
の
家

M

団
に
、在
地
土
豪
を
在
地
性
を
認
め
た
ま
ま
.

で
編
入
す
る
よ
り
も
、
か
か
る
多

数
の
浪
人
群
を
在
地
姓
を
全
く
否
宏
し
て
、
家
苗
化
し
た
琪
は
当
然
で
あ
る
。

浅
姆
家
の
諸
記
録
か
ら
そ
の
家
臣
の
系
譜
を
求
め
る
事
は
、
困
難
な
仕
事
で
は

あ
る
が
、
可
能
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
事
は
で
き
な
い
が
、

他
日
を
期
す
る
^

と
し
て
、
実
際
の
知
行
形
態
に
つ
い
て
檢
討
を
始
め
よ
う
。

ま
ず
、
浅
野
氏
が
最
初
に
若
狹
の
国
持
大
名
と
な
っ
た
天
正
十
年
代
の
知
行 

(

1

}状
を
攀
げ
よ
う
。

「

若
州
三
方
郡
内
三
方
村
千
六
农
七
斗
、
遠
敷
郡
内
日
笠
村
六
百
拾
衰
石
、
合 

.

千
六
瓦
拾
七
石
七
斗
令
扶
助
畢
、
全
可
有
知
行
也
、
此
内
六
百
拾
七
右
余
者 

か
ち
の
者
可
^

^

候
、
恐
々
謹
言

弥
正
少
弼

天
^

ル
は
ニ
日
，
 

長

吉

(

花
押)

.

浅

野

三

十

郞

殿

」

「

若
州
遠
敷
郡
於
大
良
芘
内
；白
石
令
扶
助
候
、
全

可

知

行

者

也

。

弥
正
少
弼

天
皿
肘
廿
ニ
日 

.

長
吉
パ
花
狎)

与
一

五

六

(

ー
〇
六
八
ソ

、

若
狭
時
代
の
知
行
状
は
以
上
の
ニ
通
の
他
三
通
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
浅
野
安 

右
衛
門
に
千
こ
百
五
十
石
.

(

内
四
西
五
十
石
で
徒
歩
の
者
三
十
人
召
抱
の
こ 

と)

、
脇
本
荒
介
へ
六
百
石
、
岡
弥
右
微
門
へ
三
百
石
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い 

ず
れ
も
知
行
せ
ら
る
べ
き
地
域
を
明
示
し
、
即
ち
地
方
知
行
の
形
式
を
と
っ
て 

い
る
。
又
知
行
状
は
す
べ
て
天
正
十
六
年
八
月
士
一 
日
付
で
あ
り
、
知
行
高
も 

最
高
千
六
百
石
余
か
ら
、.
最
低
百
石
に
至
る
ま
で
に
及
ん
で
い
る
。
こ
の
日 

に
、
全
家
臣
に
対
し
て
知
行
状
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
何
故
こ 

の
時
が
選
ば
れ
た
の
か
0.
浅
野
氏
の
若
狭
入
国
は
天
正
十
五
年
九
月
で
あ
っ 

た
。
然
る
に
こ
の
時
ま
で
に
^
双
に
は
家
臣
の
知
行
割
に
有
効
な
検
地
は
行
な 

わ
れ
て
居
ら
ず
、
且
づ
そ
の
年
は
既
に
検
地
の
時
期
を
失
し
て
い
た
の
で
、
若 

狭

一

円
の
検
地
は
翌
十
六
年
に
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
.そ
し
て
こ
の
検
地
が 

1

宓
終
っ
て
、

fl
rt

の̂

畠
が
判
明
し
た
時
に
な
っ
て
、
知
行
状
を
出
し
た
の 

で
あ
る
。
従
っ
て
家
臣
へ
の
知
行
割
に
は
、
ど
う
し
て
も
検
地
が
前
提
さ
れ
ね 

ば
な
ら
ず
、
必
要
不
可
欠
の
準
備
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
知
行
状
の
内
、.
比
較
. 

的
石
高
の
大
き
い
二
通
は
、
共
に
'

更
に
知
行
者
の
家
臣

(

か
ち
の
者
H

徒
歩
丘
ハ 

で
あ
ろ
う)

を
否
抱
え
る
べ
き
窜
を
命
じ
*>

そ
の
石
高
と
、
あ
る
場
合
に
は
人 

数
す
ら
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
軍
_
的
な
必
要
に
対
痧
す
る
も
の
で
あ
ろ 

う

。検
地
と
の
関
係
が
更
に
明
確
に
な
る
の
は
文
禄
五
.年
の
甲
斐
に
お
け
る
場
合 

で
あ
ろ
う
。
浅
野
氏
の
甲
斐
入
国
は
文
禄
ニ
年
で
あ
っ
た
が
、
i

役
等
の
関 

係
か
、
検
地
は
五
年
に
行
な
わ
れ
た
。
栗
原
筋
へ
の
検
地
条
同
が
同
年
七
月
十 

.
1

日
付
で
発
令
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
実
際
の
検
地
は
恐
ら
く
七•

八

•

九
月
の

頃
行
な
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
検
地
が
一
応
終
了
し
た
と
思
わ
れ 

る
十
月
に
な
つ
て
、

一
奔
に
家
©

へ
の
知
行
状
が
出
さ
れ
た
0
二
三
の
実
例
を 

挙
げ
ょ
ぅ
0

• 

/

r

知

行

晶

v

一
四
百
六
拾
七
芴
四
斗
:

一
式
西
三
拾
弍
石
六
斗
，

合
七
西
石
：#

右
I

以
検
地
帳
面
可
i

務
者
也
、
仍
如
件 

文
禄
五
年
十
月
サ
一
日 

弾
正
少
弼
國 

•

.

江
田
喜
右
衛
門
殿

中
.

3f

木
原
村

與
原
筋

上
石
森
村

_

州
大
石
和
筋
石
村
三
百
八
拾
石
之
事
、
今
度
以
検
地
帳
面
可
所
務
者
也
、
 

仍
如
件文

禄
五
年

十
月
廿
一
日
. 

弾

正

少

弼

圃

平

田

助

進

殿

.

」

.

こ
こ
で
は
知
行
状
の
文
面
に「

検
地
帳
面
を
以
っ
て」

と
言
ぅ
句
が
あ
り
、
 

検
地
帳
の
作
成
と
知
行
と
が
直
接
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
事
は
明
瞭
で
あ
る
。

紀
州
に
お
い
て
も
全
く
同
様
の
事
が
見
ら
れ
る
。
紀
州
一
国
の
検
地
は
慶
長 

六
年
九
•

十
月
に
施
行
さ
れ
た
が
、
ま
ず
同
年
九
月
廿
五
日
付
の
知
行
状
の
一 

つ
を
み
よ
ぅ
。

r

 

-

覚

七
ケ
池
田
庄
之
内

一
高
八̂

参
拾
九
石
^
斗
式
升
三
合 

西

三

^

村
 

内
三
拾
磨
石
七
斗
一
‘

升

六

合

荒

.

,

七
拾
五
間 

右
者
先
相
渡
候
間
百
姓
有
®

様
可
有
所
務
候
、
都
合
者
検
地
済
次
第
可
避 

者
也
，
：

'

：

' 

,

慶
長
六
年

— 

■

, 

.

九
月
廿
五
日 

左
■

京

©

松

原

内

記

助

殿

」

こ
の
^
期
に
は
未
だ
^;
地
が
完
了
せ
ず
、
検
地
の
済
ん
だ
地
域
の
知
行
状
を 

仮
に
.渡
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
知
行
状
に
、
'単
に
石
高
の
み
な
ら
ず
、
家
数 

を
も
附
し
て
い
る
^

は
、
検
地
と
同
時
に
家
数
改
が
行
な
わ
れ
、
給
人
は
土
地 

の
み
で
な
く
、
そ
の
土
地
の
上
に
存
在
す
る
雨
姓
を
も
直
接
支
配
し
た
^-
を
一 

.形
物
語
る
か
の
様
で
あ
る
。
.検
地
が
完
了
し
た
と
み
ら

れ

る

十
一
月
に
な
る 

と
、
知
行
状
は
次
の
如
く
な
つ
た

(

便
究
上
九
月
の
も
の
と
同
ー
人
に
対
す
る 

例
を
挙
げ
て
お
く

)

。

「

覚 

一
高
八
百
参
拾
九
石
ニ
斗
ニ
升
三
合 

,
一

高

式

百

四

石

五

斗

九

升

•

一
高
五
百
式
拾
石 

,

一
高
参
百
拾
九
石
一
升
.

:
;
1

高
苜
六
拾
五
石
一
斗
四
升 

都
合M

千
五
拾
石
-

内
千
五
百
九
拾
石
加
増
分
、
右
遣
之
候
条
金
可
令
領 

知
候
、
重
而
折
紙
被
出
此
墨
付
ニ
可
取
替
者
也
'

那 海 名 海 那

鳥霖畑細S方5 Ml 
井！ 屋 r 
村g村 村 村 村

封
連
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

五

七

(

一
〇
六
九

)



慶
長
六
年
十
}

;i
E

: 

&

 

@

 

■

'

松M
S

記
助
殿 

」 

こ
れ
に
ょ
る
と
、
^

M
S

記
助
に
対
し
て
は
、
九
月
に
西
三
谷
村
八
百
三
十 

九
汩
余
を
知
行
し
た
が
、
今
回
は
そ
れ
を
含
め
て
合
計
一
一
千
石
余
が
知
行
さ
れ 

た
。
、検
地
も
完
了
し
、
全
家
臣
に
対
す
る
知
行
割
を
完
成
し
た
の
で
.
あ
ろ
ぅ
。
 

同
月
に
は
、
，浅
野
家
の
最
大
の
家
臣
で
あ
る
i

左
衛
門
佐
氏
重
に
牟
婁
郡
田 

辺
附
近
の
三
万
石
、
同
じ
く
浅
滕
葙
近
大
輔
に
新
宮
附
近
の
ニ
万
八
千
六
贺
七 

十
蒞
余
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
知
行
状
は
な
い
が
、
知

行

目

録

の

存

と 

こ
ろ
か
ら
.知
り
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
家
臣
に
与
え
ら
れ
た
知 

行
地
を
み
る
と
、
こ
れ
ら
三
万
石
前
後
の
上
級
家
©

は
一
ま
ず
別
と
し
て
、
非 

常
に
分
散
し
て
い
る
齊
が
知
ら
れ
る
。
さ
き
に
例
証
し
た
松
原
内
記
の
場
合
で 

言
え
ば
、
三
挪
五
ヵ
村
に
分
れ
て
い
る
し
、
そ
の
他
の
場
合
も
全
く
同
様
で
あ 

る
。
や
や
上
級
と
，み
ら
れ
る
浅
野
山
城
守

(

三
千
六
百
石)

、
浅
野
刑
部
大
輔 

(
1

一
千
三
西
石)

に
し
て
も
そ
の
知
行
地
は
紀
州
全
域
に
罾
«

し
，て
M

い
る
の
で 

-

あ
る
。
更
に
、最
大
の
浅
野
左
衛
門
佐
、衣
近
大
輔
に
お
い
て
も
、成
る
程
田
辺
' 

新
宮
附
近
に
集
中
は
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
完
全
に 

一■
力
所
に
集
中
し
て 

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
 

.

こ
の
様
に
、
地
方
知
行
と
言
っ
て
も
、
こ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
知
行
地
の
極 

端
な
散
在
て
あ
り
、
こ
れ

は
-«
11

土
豪
の
^

^

性
を
そ
の
.
ま
ま
認
め
て
給
入
と 

す
る
と
言
ぅ
趴
|1

±
^
型
の
知
行
形
態
と
は
M

質
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
て
こ
こ
で
浅
野
氏
の
給
人
に
対
す
る
統
制
を
法
令
の
上
か
ら
考
察
し
て
み

五

八

(

一
0

七
〇)

よ
う
。「

小
農
民
自
立
政
策」

の
最
も
直
接
的
表
現
と
し
て
艇
々
5l
ff
l

さ
れ
て 

“

る
浅
野
氏
の
天
芷
十
五
年
、
震

各

村

に

対

す

る

塞

I

は
、
_

 

r
:

目
姓」 

を
対
象
と
し
た
も
め
で
あ
る
が
、「

給
人
代
官
百
姓
.に
た
い
し
不
謂
や
か
ら
_

 

か
け
、
；人
夫
等
む
さ
と
つ
か
い
候
事
手
引
比
ま
し
く
候
、
か
う
き
に
仕
に
を
い 

て
は
.
直
訴
す
ベ
き
^

」

と
し
て
、
百
姓
を
^
入
の
' 

恣
意
的
な
賦
役
負
課
か
ら
保 

護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 

,

:

串
州
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
文
禄
三
年
三
月
五
日
付
の
町
人
百
姓
の
諸
般 

の
事
に
対
す
る
定
書——

こ
れ
は
申
州
河
内
筋
の
代
官
べ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ 

る
が
^
—

の
中
に
、「

西
姓
夫
や
く
之
儀
、陣
夫
邦
京
^

:

普
請
の
時
ハ
ま
㈣

を 

以
.、
家
数
ニ
お
う
し
可
申
_

間
、
給
人
代
官
之
下
に
て
つ

か
ハ
れ
ま
し
く
候 

密

、
或
い
は「

代
官
給
人
共
在
々
へ
.
罷
越
時
ハ
じ
ざ
い
し
や
う
た
る
へ
し
、
 

少
も
绅
分
あ
る
ま
し
き
事
、」

，と
し
て
給
人
に
よ
る
百
姓
.の
夫
役
微
集
等
を
禁 

示
し
て
い
る
。
薦

の

場

合

と
i

し
て
、
浅
野
氏
の
恐
れ
る
の
は
、
給
人
が 

農
民
の
賦
役
を
勝
手
に
徴
集
，す
る
事
で
、
审
州
の
場
合
に
は
明
確
に「

直
判」 

に
よ
る
も
の
以
外
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
既
に
年
貢
と
し
て
、
農
民
の 

余
剰
労
働
の
全
部
を
搾
取
し
て
い
る
罾
エ
が
、
給
人
の
恣
意
的
な
賦
役
徴
発
を 

認
め
る
事
は
、「

封
建
的
小
農
民」

経
営
の
再
生
産
を
否
定
し
、自
ら
の
権
力
の 

基
盤
を
掘
り
崩
す
事
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
条
文
は
、
賦
役
が
家
数
に 

疮
じ
て
賦
課
さ
る
べ
き
^

を
定
め
て
い
る
が
、
同
年
同
月
の
別
の
条(

B9
に
よ
れ 

ば
、「

在
々
家
数
人
か
す
を
も
付
立
、
他
国
よ
り
.か
へ
り
候
百
姓
何
程
な
を
り 

候
を
も
帳
一
一
付
置
可
§

」

と
あ
り
、
前
法
令
に
対
恣
す
る
家
数
人
数
調
査
が 

な
さ
れ
た
'

で
あ
ろ
う
事
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
厳
密
に
言
ぅ
と
、
こ
れ
ら
天
正
.

文
禄
の
法
令
は
、
そ
れ
ぞ
れ 

若
狹
.

甲
斐
に
お
け
る
浅
野
氏
の
検
地
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
家
臣
の
知
行
割 

は
、
正
式
に
は
檢
地
の
結
果
に
.

基
い
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
入
国
直
後 

に
あ
っ
て
は
、
仮
の
知
行
を
な
す
か
、或
い
は
地
方
姐
行
の
形
を
と
ら
な
い
か
、
 

の
い
ず
れ
か
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
甲
斐
の
場
合
も
、
同
じ
法
令
に
、「

諸
奉 

公
人
、
丼
其
下
々
小
者
共
、
莅
々
へ
立
入
事
、
知
行
ハ
リ
の
ま
へ
ハ
令
停
止
候 

条
、
か
た
く
可
申
触
候」

i

定
め
、
こ
の
.段
階
で
は
知
行
割
が
こ
れ
ら
の
者
に 

少
な
く
も
全
面
的
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
琪
を
示
し
て
い
る
。
但
し
、
こ
こ
に 

奉
公
人」

と
あ
る
の
が
給
人
す
ベ
て
を

指
す
の
か
、
或
い
は
給
人
の
内
特
定 

の
f

を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
別
の
定
書
に
は
引
用
し
た
如
.く

「

給 

人」

と
言
ぅ
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
V

る
の
で
あ
る
。

.

紀
州
の
場
合
に
な
る
と
、
入
国
直
後——

検
地
以
前
に——

次
の
，如
き
&

 

を
出
し
て
こ
の
措
置
を
法
文
化
し
て
い
る
。

「

 

' 

覚
，

一
当
所
務
之
厳
、
給
人
夜
々
納
置
俵
物一

切
出
ま
し
き
事
、

_

1

当
年
者
無
余
日
候
之
間
、
小

給

人

裳

ハ
\

法
度
か
た
く
雖
申
篇
、
百 

姓
共
可
致
迷
惑
候
之
間
、
ょ
き
れ
胄
を
#

、

—

M

ニ
可
：̂

、
成
其
意
小 

.

百

姓

等
..
4

有

付

可

寒

、

一
有
来
年
貢
小
物
成
之
外
非
分
有
間
敷
候
、
付
在
々
諸
荦
人
抱
置
ま
し
き

• 

'

(

以
下
省
略)

 

」 

第
一
条
文
は
、「

其
年
の
知
行
は
、
給
人
が
茌
々
で
納
置
く
べ
し
、j

と
も
と

赳
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

れ
る
し
、
ま
た
、T

給
人
に
対
し
納
置
俵
物
を
一
切
出
す
な」

と
も
解
し
得
る
。 

.

前
者
と
後
者
で
は
全
く
意
味
が
逆
に
な
り
、
給
人
に
対
し
、
地
方
知
行
が
な
さ 

れ
た
の
か
、
な
さ
れ
な
い
の
か
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
、
第
二
条
で
は
、
明
ら 

か
に
小
給
人
に
対
し
て
.

は
給
地
を
行
な
わ
ず
、
代
官
へ
惣
納=
蔵
入
を
命
じ
て 

い
る
の
.
で
、
甲
州
の
'

場
合
と
同
様
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
-:
-
°

と
す
れ
ば
、
上
級 

の
給
人
に
は
入
国
早
々
直
ち
に
知
行
地
が
与
え
ら
れ
た
が
、
下
級
の
給
人
に
は 

検
地
を
ま
っ
て
給
地
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
ぅ
か
。

若
狭
.

甲
裴
•
紀
伊
の
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
の
給
人
に
関
す
る
規
定
は
以
上
に 

尽
き
る
。
こ
こ
で
は
、
給
人
の
権
限
に
関
す
る
直
接
的
な
法
文
は
見
出
す
事
を 

得
な
い
。
た
だ
我
々
は
、
以
上
の
諸
断
片
か
ら
綜
合
し
て
、
給
人
が
知
行
地
.の 

.

農
民
に
対
し
て
有
す
る
権
利
が
、制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
知
る
。
即
ち
、
 

第
一
に
給
人
か
ら
非
分
を
申
し
か
け
ら
れ
た
場
合
は
、
農
民
は
浅
野
氏
へ 

訴
え
る
権
利
を
留
保
し
て
い
る
。
.か
か
る
問
題
に
関
し
て
の
農
玛
の
直
訴
を
認 

め
、
栽
判
は
浅
野
氏
舀
身
に
お
い
て
な
さ
れ
る
.

の
で
あ
る
。
第
二
に
、
農
民
か 

ら
の
賦
役
の
i

権
を
給
人
に
認
め
て
い
な
い
。
賦
役
を
賦
課
し
得
る
の
は
、

. 

浅
野
氏
.
自
身
な
め
で
あ
る
。

.

:

.

但
し
、.
第

一

の
点
に
関
し
て
は
興
味
深
い
例
外
の
あ
る
辦
を
示
し
て
お
く
。
 

そ
れ
は
、
検
地
後
、
慶
長
六
年
十
一
月
に
浅
野
氏
は
^

罾
百
㈣

申
宛
に
主
と
し 

.

て
年
貢
納
付
に
つ
い
て
定
書
を
発
し
て
い
る
が
、
室
郡
宛
の
も
の
の
最
後
に
、
 

「

代
官
給
人
非
分
於
有
#

T
.

新
宫
べ
近
所
は
泡
近
大
輔
所
ま
て
可
申
皿
,

 

都
中
.
に
て
も
爱
元
へ
ち
か
き
所
は
佐
衛
門
佐
か
.た
ま
て
可
#

^

事」

と
あ
り
、
 

前
、逾
の
如
く
新
宮
を
中
心
と
し
て
ニ
万
八
千
石
.
を
給
さ
れ
た
淺
野
右
近
大
輔
、

TT

九 

0

0

七
一)



I

II
I

迈
を
中
心
と
し
て
三
万
s

を
給
さ
れ
た
佐
衛
門
佐
の
独
立
し
た
領
主
権
を
認
_ 

め
て
い
る
^

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
両
者
の
有
す
る
実
権
が
、
石
高
に
示
さ
れ
て 

い
る
如
く
、
小
大
名
級
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
後
に
和
歌
山 

I

と
し
て
f

M

宣
の
紀
州
入
国
の
際
、
#

1

と
し
て
安
藤
氏
、
水
藤
氏 

が
入
国
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
田
辺
、
新
宮
に
お
い
て
三
万
五
千
石
前
後
を
与
え 

ら
れ
て
い
る
。
浅
野
氏
の
場
合
を
そ
の
ま
ま
維
承
し
た
形
に
な
っ
て
い
る(

但 

し
知
行
地
は
や
や
異
な
っ
て
い

‘

る
が)

が
、
こ
の
ま
罾
ぽ
、
水
野
氏
の
給
地
で 

は
、
和
歌
山
本
藩
と
は
独
立
し
た
行
政
が
行
な
わ
れ
、
.家
老
と
じ
て
出
発
し
な 

が
ら
、
維
新
の
際
は
独
立
し
た「

藩」

に
数
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浅
辭 

氏
の
時
代
と
霞
し
て
い
る
点
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ 

の
様
な
例
外
は
大
名
級
の
上
級
家
臣
の
場
合
で
あ
っ
て
、

一i

-A

に

は

自 

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
、
幾
野
氏
の
場
合
、
給
人
に
対
す
る
地
方
知
行
は
確
か
に
存
往
し 

た
。
し
か
し
、
そ
の
地
方
知
行
の
内
容
を
み
る
と
給
人
の
給
地(
農
民)

に
対 

す
る
権
限
は
極
め
て
制
限
さ
れ
た
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
即
ち
、
給
人
の
権
利 

は

「

#

ハ/7」

で
な
い
限
双
の
で
の
年
貢
の
罾
双
に
限
ら
れ「

非
分」

は
I

の 

こ
と
、
賦
役
の
微
取
.
石
え
も
許
さ
れ
て
.

い
な
い(

賦
役
は
給
人
の
私
事
に
用
い 

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
甲
斐
の

.

場
合
、
陣
夫

=

軍
寒
役
、
及
び
京
都 

の
普
請
役
の
二
つ

—

洩
野
氏
の
領
主
と
し
て
の
公
的
な
赋

^

_

,

に
限
ら
：れ 

て
い
る
事
に
注
意

)

。
給
人
に
■

原
則
と
し
て
許
さ
れ
る
の
は
、
極
端
に
言
え
.ば 

知
行
地
か
ら
の
合
理
的
な
I

I

封
建
領
主
制
下
に
お
け
る
と
言
ぅ
意
味
で 

の一
-

年
貢
微
収
権
の
み
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
地
方
1̂
#

と
言
っ
て
も
、

六
〇

(

ー
〇
七
ニ)

知
行
地
に
対
し
て
給
人
の
領
玉
権
を
全
面
的
に
認
め
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ 

る
。
又
、
先
に
示
し
た
様
な
給
地
の
極
端
の
散
在
性——

勿
論
多
く
の
場
合
一 

つ
の
村
を
単
位
と
は
：し
て
い
る
が—

は
、
給
人
と
給
地
と
の
関
係
を
い
よ
い 

よ
稀
薄
な
も
，の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
局
、
浅
野
氏
の
如
く
、
中
世
の
、
或
い
は
戦
国
大
名
の
伝
統
を
有
し
て
い 

な
い
、
.

典
型
的
な
近
世
大
名
の
下
で
存
在
す
る「

地
方
知
行」

制
は
、
何
等
中 

世
的
な「

遺
制j

と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
検
她
を
前
提
と 

し
、〉

封
建
領
主
制
の
支
理
で
あ
る

「

小
農
民
自
立

'
政
策」

と
何
等
矛
盾
す 

る
_

な
く
、
否
そ
れ
以
上
に
、
意
識
的
に
そ
の
原
理
と
の
抵
触
を
避
け
る
^
を 

法
文
化
し
、
更
に
そ
の
意
味
で
種
々
の
制
限
を
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
罾
_

^

_

双
*:
^

罾
、
徳
川
氏
と
各
大
名
と
の
間
に
お
け
る
知
行
関 

係——

そ
れ
は
封
地
に
お
け
る
各
大
名
の
独
立
し
た
領
主
権
を
雄
^

件
的
に
容
. 

認
す
る
も
の
，で
あ
っ
た
が—

と
、
少
な
く
と
も
浅
野
氏
の
如
き
典
畠
的
な
近 

世
大
名
と
そ
の
家
臣
と
の
間
に
お
け
る
知
行
関
係
と
は
、
異
質
的
な
も
の
で
あ 

る
。
後
者
に
お
い
て
は
、，
給
人
の
領
主
権
は
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
必
要 

に̂

じ
て
蔵
米
給
付
_

^

に
変
^

す
る
事
す
ら
可
能
で
あ
る
。
0

と
農
民
と 

の
支
配
関
係
か
ら
言
っ
て
も
、
ま
ず
ま
罾
的
な
入
#

隸
属
を
示
す
趴
双
罾
1

 

は
大
名
の
も
の
で
あ
り
、
給
人
に
は
な
い
。
更
に
、
年
貢
徴
集
に
関
し
て
も
給 

人

の「
非
分」

は
農
民
が
大
名
に
直
訴
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
.の
意
味
に
お
い 

て
封
建
領
主

(

近
世
大
名)

：
制
に
.

お
け
る
支
配
関
係
は
領
主

(

大
名)

対
農
民 

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に——

地
方
知
行
制
が
と
ら
れ
て
い
た
.と
し
て
も 

——

給
人
の
介
夜
す
る
余
地
は
荏
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
重
畳
す
る

土
地
所
有
関
係
及
び
年
貢
収
取
関
係
を
整
理
し
、
領
主
対
農
民
の
単
純
な
形
態 

を
設
定
し
た
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
太
1

地
の
原
則
と
ま
さ
に
照
^
し
て
い 

る
と
言
え
よ
う
。

〔

補
注〕

浅
野
氏
の
所
領
に
お
い
て
、
蔵
入
地
と
知
行
地
と
，の
比
率
が
ど
れ 

程
で
あ
つ
.た
か
は
知
行
全
体
を
示
す
史
料
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
不
阴
で
あ 

る
が
、
慶
長
十
五
年
、
長
政
が
次
男
の
丧
晟

(

幸
長
没
後
そ
の
後
継
者
と
な 

る)

に
与
ぇ
た
興
味
深
い
.

意
見
状
に「

度
々
㈣

申
、
式
万
四
千
石
之
内
、
巷 

万
四
千
石
ニ
而
、
人
を
抅
候
亊
と
、
諸
贿
、
薪
、
味
噜
、
塩
ま
て
に
遣
合
可 

巾
、
窀
万
石
者
、
我
等
蔵
納
-

一
可
仕
候
事
、

」

と
し
て
、
所
領

(

こ
れ
は
こ
の 

年
与
ぇ
ら
れ
た
備
中
国
の
所
領
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。

)

の
.六
割
前
後
を
知
行 

地
と
な
す
べ
き
蕻
を
諭
し
て
い
る
。
こ
れ
は
長
政
の
長
年
の
経
驗
か
ら
割
り 

出
し
た
比
率
な
の
で
あ
ろ
う
。

(

1
.
2)

『

太
祖
公
済
美
録』

所
収
。

(

3
 

• 

4
 

• 

5

)
『

淸
光
公
济
美
録』

所
収
。

'

(

6

)

た
と
ぇ
ば
浅
野
山
城
守
の
場
合
を
み
る
と
、
那
賀
郡
ニ
力
村
、
有
田
郡 

三
力
村
、
牟
裳
郡
七
力
村
で
、
し
か
も
同
一
.郡
内
で
も
集
中
し
て
い
る
わ
け 

で
は
な
い
。
 

,

(

7

〕

牧
野
僧
之
助
選
：『

越
前
葙
狭
古
文
書
選』

六
三
七
丨
八
頁
所
収
。

. 

\

3

『

太
祖
公
済
美
録』

所
収
。

(

9
 

.

.1
0

)

：『

浅
野
家
文
書

』

一
ニ
六
丨
九
頁
所
収
の
文
禄
三
年
三
月
四
日
付 

封
建
領
主
制
確
立
期
に
お
け
る
浅
野
氏

逸
見
筋
お
ょ
び
栗
原
筋
奉
行
へ
の
定
書(

但
し
、
こ
の
条
因
は
浅
野
左
京
大 

夫
、
弹
芷
少
弼
父
子
の
連
署
で
あ
る

)

。 

.

(

11)

，『

淸
光
公
済
美
録

』

所
収
の
慶
長
五
年
十
月
ニ
十
一
日
付
浅
野
左
京
大 

夫
定
書
。(

全
文
は
拙
稿

r

紀
州
慶
長
検
地
お
ょ
び
検
地
帳
の
研
究

」

に
引 

用
し
，で
お
い
た
。)

.

.

12)
『

紀
伊
南
牟
宴
郡
誌』

上
巻
、
ニ
六
七
丨
八
頁
に
室(

牟
婁)

郡
宛
、『
和 

歌
山
県
誌

』

上
巻
、

一
六
.
九
貢
に
海
士
郡
宛
、『

和
歌
山
県
日
高
郡
戴』

六 

五
九
丨
六
〇
頁
に
日
高
郡
宛
の
同
文
定
書
あ
り
。
但
し
仝
文
前
掲
拙
稿
に
引 

用
し
て
お
い
た
。

(

13)
『

浅
野
家
文
書』

一
一
一
九—

ニ
五
頁
所
収
。

.

'

1

 

五

.

結

.

び

.

旧
稿
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
浅
野
氏
と
農
民
と
の
関
係
を
述
べ
た
の
で
あ 

っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
農
民
と
の
関
係
は
何
等
触
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
勿
論 

意
識
的
に
そ
う
し
た
の
で
あ
っ
て
、
封
建
領
主
制
の
確
立
を
問
題
と
し
て
取
り 

^

げ
る
時
、
本
稿
で
取
り
扱
っ
た
^

な
上
^

㈱

造
の
み
が
対
^
と
な
る
と
言
う 

の
で
は
決
し
て
な
い
。
封
建
領
主
制
が
展
開
さ
れ
る
の
は
領
主
権
力
内
部
自
身 

と
、
外
部
に
対
す
る
も
の
と
の 
一j

つ
を
ど
う
し
て
も
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
ず
、
 

し
か
も
そ
.
れ
を
ど
の
様
に
統
一
し
て
摑
え
る
か
が
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ 

の
.

両
者
の
統
一
の
環
と
し
て
.̂

検
地
を
位
置
づ
け
る
事
は
不
当
で
は
な
い
。
旧 

稿
に
お
い
て
も
、
本
稿
に
お
い
て
も
、C

通
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
検
地
で
あ 

っ
た
。
領
地
に
対
す
る
封
建
領
主
制
の
確
立
を
問
題
と
す
る
時
、
検
地
は
小
農

. 

六
一
ハ
ー

0

セー
5



民
自
立
政
策
の
具
藩
な
表
現
と
し
：て
.ま
ず
考
察
の
対
象
と
な
る
し
、
又
、

f

i
 

主
制
そ
の
も
0

.の
内l

i
t
g

構
造
を
問
題
と
す
る
時
に
も
、
考
察
の
対
象
は
結
局 

検
地
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
の
；で
あ
る
。
親

雪

は

淡

#
の
か
が
封
建
領
王 

制
の
す
べ
て
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
封
建
領
主
制
を
い
ず
れ 

の
侧
か
ら
と

り
上
げ
る
と
し
て
も
、
絶
対
的
に
見
落
し
得
な
い
最
も
，重
要
な
研 

绝
対
象
で
あ
る
と
言
う
亊
は
認
め
ざ
る
.
を
得
な
い
。
そ
の
事
自
体
が
既
に
近
世 

#

^

検
地
の
有
し
て
い
る
歴
史
的
性
格
を
鐘
|

っ
て
い
る
.
の
で
あ
る
。

つ
ま 

り
、
ど
ち
ら
の
側
か
ら
接
近
し
て
も
検
地
に
行
き
当
る
と
言
う
事
は
、
近
世
初 

頭
の
検
地
が
、
封
建
領
王
制
的
土
地
所
有
及
び
^
^
関

係

の

一

一

つ

を

に 

造
出
し
た
の

で
あ
る
と
言
う
命
題
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
3T
1

-

は
既 

に
安
良
城
戚
昭
氏
に
ょ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
.

っ̂

。
し
か
し
、
.氏 

は
そ
こ
で
は「

地
方
知
行」

制
に
つ
い
て
何
等
触
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
氏
に 

従
え
ば
、
對
建
領
主
制
的
形
態
で
あ
る
か
ら
触
れ
る
^
要
は
な
い
の
で
あ
ろ 

う
。
が
、
現
実
に
存
在
す
る「

地
方
知
行」

制
を
や
は
り
歴
史
的
に
嘗
づ
け 

る
必
要
は
存
夜
す
る
の
で
あ
る
0"

®

は
本
稿
で
浅
野
氏
の
下
に
展
開
し
て
い 

る
地
方
知
行
制
が
、

^

^

!
的

な「

遗
制」

で
は
な
く
、そ
れ
自
身「

近
世」

の
所 

産
で
あ
る
_

を
不
十
分
尔
ら
主
脹
し
た
續
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
浅
野
氏
は
繰 

り
返
し
述
べ
て
お
い
た
様
に
、
中
世
以
来
の
伝
統
を
持
た
な
い
典
型
的
な「

ほ

.

六
一
一C

l
O

七
四)

.

世
大
名」

'

で
あ
る
：か
ら
、；浅
野
氏
に
お
け
る
#

例
の
証
明
を
も
マ
て
、
近
世
初 

期
に
存
莅
す
る
す
べ
て
'の
她
方
知
行
制
を
全
面
的
に
同 

一0

も
の
と
し
て
解
釈 

す
る
事
は
早
計
で
あ
る
。
最
終
的
な
結
論
は
異
な
ら
：た
種
々
の
讓
を
持
っ
た 

.

封
建
権
力
下
に
.お
け
る
地
方
知
行
制
を
比
較
検
討
す
る
事
に
よ
っ
て
初
め
て
得 

ら
れ
る
で
も
ろ
ぅ
。
本
稿
は
そ
の
素
材
の
'

一
つ
と
し
て
、
今
迄
意
外
に
も
藩
政 

史
研
蔸
上
の
盲
点
で
あ
っ
た
浅
野
氏
の
如
き
典
型
的
な「

ほ
ti
t

大
名」

の
一
つ 

の
事
例
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
得
ら
れ
た
結
果
は
、
結
論
と
し
て
成
立
し 

得
ぬ
程
の
.
：も
の
に
す
ぎ
ず
、
む
し
ろ
事
実
の
提
供
以
上
に
は
出
な
か
っ
た
と
言 

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

問
題
は
更
に
残
っ
て
い
る
。
近
世
の
知
行
形
態
に
地
方
知
行
制
と
蔵
米
給
.# 

制
の
一
一
つ
が
#

^

す
る
と
胃
ぅ
事
は
何
を
意
^
す
る
の
か
？

仮
に
、
地
方
知 

行
制
が
、

一
般
に
、
中
世
の「

遺
制」

で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
近
世
の
あ 

る
時
点
を
境
目
と
し
て
消
滅
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
何
故
か
？

こ
れ
ら 

の
疑
問
も
矢
張
り
考
察
の
範
囲
を
拡
大
せ
ね
ば
解
決
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(

1

)

安
良
域
盛
昭『

幕
藩
体
制
社
会
の
成
立
と
構
造』

ニ
ニ
八
丨
三
ー
ー
ー
頁
参 

'照 
0

,

m m

ブ
ラ
ン
コ
'
•
プ
リ
ビ
チ
ヱ
ヴ
イ
ッ
チ
著

『

職
場
委
員
会
迤
動
と
労
働
者
の
管
理
、

一
九

.

一
〇
丄
九
ニ
ニ
年

』

(
B
x
a
n
k
o

 

p
r
i
b
l

o.e
v
l
c
;

 

T
h
e

to
i

l

o

p
 

s

che
w
a
r
d
s
M

 

M
o
v
e
m
e
n
t

 

a
n
d

 

w
o
r
k
e
r
s

 

C
o
n
t
r
o
l
,

 

1
.
9
1
0
—
1
9
2
2
,

 

1
9
5
9
,
)

一
九
世
紀
末
期
か
ら
ニ
〇
佌
紀
初
頭
ま
で
の
時
期
は
、

ョ
ー
口
ッ
パ
の
す
ベ 

て
の
闺
の
労
働
運
動
に
、
社
会
主
義
と
階
級
闘
争
の
激
浪
が
未
曽
有
の
規
模
を 

も
っ
て
お
し
よ
せ
た
時
代
.で
あ
っ
た
。

と
く
に
、

〃
資
本
主
義
の
舟
P

ィ
ギ 

リ
ス
に
お
い
て
は
、

ー
八
七
0

_

に
は
じ
ま
る
慢
性
的
な
恐
慌
を
契
機
と
し 

て
、
資
本
主
義
は
帝
国
主
義
段
階
へ
突
入
し
、
そ
れ
と
と
も
に
勞
族
的
熟 

f

働
者
層
を
基
軸
と
す
る
封
f

全国別組合にたいし

.

て

、
，
1

 

f

働
者
の
^

^

合
運
動
が
勃
興
し
、
社
会
主
義
が
労
働
者
階
級
の
革
命
的
ィ 

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
再
び
彼
ら
の
心
を
と
ら
え
.
る
に
至
っ
た
。
資
本
主
義
列 

強
の
間
.
に
お
け
石
植
民
地
再
分
割
と
熾
烈
な
経
^

^

争
と
が
、
や
が
て
大
破
局 

と
し
て
の
第一

次
世
界
大
戦
の
不
気
味
な
暗
影
を
労
働
者
階
級
の
生
活
に
投
じ 

つ
つ
あ
.っ
た
ニ
〇
世
紀
初
頭
、
ィ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
階
級
の
運
動
は
、
い
わ
ゆ 

る

「

大1̂
」
(

2
 T

h
e
.

 

G
r
e
a
t

 

u
n
r
e
s
t̂

の
波
に
の
み
こ
ま
れ
て
い
っ 

た
。
こ
の
労
働
上
の
大
不
安
は
、
ど
の
よ
ぅ
な
原
因
か
ら
ひ
き
お
C

さ
れ
た
も 

書
_
及
び
轺
介

の
.で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
れ
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
み
よ
う
。
B

帝
固
主 

義
列
国
間
に
お
け
る
侵
略
主
義
激
化
の
矛
盾
と
そ
の
：労
働
者
階
級
の
負
担
へ
の 

転
化
、,'
そ
の
結
果
と
し
て
の
美
質
賃
金
の
下
落
、
蕩
条
件
の
恶
化
、
㈡

イ
ギ 

リ
ス
労
働
党
の
こ
れ
に
た
い
す
る
無
為
無
策
、
㈢

サ
シ
デ
ィ
ヵ
リ
ズ
ム
、
産
業 

.

別
組
合
主
義
、=
そ
し
て
や
が
て
ギ
ル
ド
社
会
主
義
な
ど
の
思
想
の
^

働
組
合
^

 

動
へ
の
深
刻
な
影
響
で
あ
る
。

'

か
く
し
て
'1

九
1

0

年
前
後
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
勃
発
ま
で
の
数
年
間
、
 

労
働
者
階
級
の
間
に
.

は
、「

直
接
行
動」

を
主
張
す
る
革
命
的
な
サ
ン
デ
ィ
力 

リ
ズ
ム
の
思
想
が
浸
透
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
(-
)

ダ
働
者
階
級
の
議
会 

活
動
に
た
い
す
る
不
信
と
ぞ
の
否
認
、S

直
接
行
動=

ゼ
ネ
ラ
ル
•

ス
ト
ラ
イ 

キ
に
よ
る
資
本
主
義
の
打
倒
、：S

職
顏
組
合
の
産
業
別
組
合
へ
の
再
編
成
、
 

H

革
命
の
'
担
い
.

手
と
し
て
-̂

労
働
組
合
と
労
働
者
に
よ
る
產
業
の
管
理
、
こ
う 

し
た
思
想
が
、
次
第
に
支
觀
的
と
な
り
、
こ
の
よ
う
な
状
勢
の
も
と
に
ギ
ル
ド 

社
会
主
義
の
よ
う
な
特
殊
英
国
的
な
思
想
が
発
生
し
た
。

.

こ
の
一
九
1

0

年
前
後
か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
一
九
こ
ニ
申
，
ま
で
の 

時
期
は
、

ロ
.シ
ア
革
命
の
勅
発
と
そ
の
イ
ギ
リ
ス
労
働
運
動
へ
の
深
刻
な
影
響 

.
も

あ

って
、
シ
3

ッ
一
プ.
ス
チ
ュ
7

1

ト
運
動
の
労
働
組
合
蓮
動
の
支
配
'と
こ 

れ
に
密
接
な
1

を
有
し
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
の
社
会
主
義
思
想
，と
が
、「

労
働 

者
に
よ
る
産
業
の
管
理
.j

を
も
っ
.

て
.
、
ir
a

_

i:
の
た
め
の
不
可
夂
の
手
ぽ 

と
も
て
要
求
し
^

奮
闘
し
づ
^

^

っ
た
ゾ
著
者
ブ
ラ
ン
コ
，
プ
リ
ビ

チ

モ

ヴ

ィ 

ッ
チ
が
本
書
の
な
か
で
意
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、.
.こ
う
し
：た
^
働
者 

階
敏
に
よ
る
産
業
.
の
支
@3

の
思
想
と
蓮
動
と
.
.を
.
、
：
こ
の
.
運
11

© '

も
.っ
と

も

激
し 

■ 

.

六

三
2

0

七
五)


